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工事種別

工事番号

工事名

当初 設計書

令和２年度

改修工事（建築工事）

地域工-2

可児市土田地区センター外部改修工事

◎注意事項

　この内訳書の工事項目及び数量は、積算する上での参考
資料です。
　積算の際は、設計図面にて工事項目及び数量を拾い出し
積算して下さい。

可児市 市民部 地域振興課



地域工-2 工事箇所
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工事番号 可児市　土田　地内 施設名 可児市土田地区センター

円

工事名 可児市土田地区センター外部改修工事

理         由  工　　事　　概　　要 

当該建物の外壁部分に関しては、令和3年度
の建築基準法第12条に基づく定期報告にあた
り、外壁調査を実施の上改修工事を行う。

可児市土田地区センター

敷地面積：2,577.11㎡
延べ床面積：1,587.43㎡
構造：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造
建設年度：昭和61年

建築改修工事（防水工事、外壁補修工事、塗装工事）

建設発生土については、工事間流用とし、流用先は監督員が指示する。都合により工事間流用ができなくなった場
合は、別途協議する。ただし、建設発生土が100m3未満の場合はこの限りではない。また受注者の都合により処分場
を変更する時は監督員に報告するものとする。なお、「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」及び「岐阜県建設発生
土管理基準」に基づき適正な利用の推進を図ること。

使用材料

金     額 円 内消費税相当額

特  記  仕  様  書

受注者は、工事請負契約書、可児市建設工事共通仕様書及び特記仕様書に基づき施工するものとする。なお、特
記仕様書は共通仕様書に優先する。

受注者は、本工事が「可児市工事品質証明実施要領」の対象となる場合、要領に基づき品質の証明を実施しなけれ
ばならない。

提出・提示書類は別添「可児市建設工事における取扱い書類一覧表」に基づき実施するものとする。また、工事打合
簿（指示、協議、承諾は除く）、材料確認簿、夜間・休日作業届けの書類を提出する場合は、別添様式に基づき、電
子メールにて提出するものとし、書面には署名または押印する必要はないものとする。これらに定めのない事項につ
いては、監督員と協議する。

建設副産物有効活用及び適正処理について

受注者は、建設副産物を排出するにあたっては、建設リサイクル法を遵守するとともに、「岐阜県建設副産物有効利
用及び適正処理実施要綱」により、適切に実施すること。

生コンクリートについて
本工事に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリート（24N/ｍｍ2以上）については55％以下、無筋コンク
リート及び鉄筋コンクリート（21N/ｍｍ2以下）については60％以下、均しコンクリートについては60％程度とし、品質を
証明する書類を提出して。事前に監督員の許可を得ること。

工事施工について

受注者は、工事着手に先立ち、現場付近の地元住民等に対する周知、説明、説得等を行い、トラブルの生じないよう
努めること。

工事による既設構造物の破損については、未然に防止するよう予め十分調査をし、また、支障を及ぼさないよう相当
の防護工を施工しなければならない。なお、誤って損傷を与えた場合は、受注者の責任において復旧しなければな
らない。調査に際しては、記録保存の必要を認めた場合は写真撮影、測量等を行わなければならない。

工事保険について

本工事において、発注者、受注者及び全下請人を被保険者として、工事着手から工事目的物の引渡しまでの期間につい
て、賠償責任保険（保険対象：第三者に与えた損害）及び工事保険（保険対象：工事目的物、工事材料及び仮設物等）に
加入するものとする。

ワンデーレスポンスの取組について

この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事です。
「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議、報告、承諾願、立会願等への回答は、基本的に「その日のうち」
に回答するよう対応することです。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議
のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

実施にあたっては、可児市工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領に基づき実施する。

受注者は工事施工中において、問題が発生した場合や計画工程と実施行程を比較照査し、差異が生じた場合は速
やかに監督員へ報告すること。

受注者は、施工計画書に基づいて適正な計画工程を作成し、工事の先々を予見しながら、施工するものとする。
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その他図面特記仕様書による。

⑶　工事期間中の仮設計画（安全管理区分等）を事前に作成し、工事着手前に監督員に提出し承諾を得ること。

⑸　工事着手前に近隣住民へ工事に関する事前説明等を行うこと。

⑹　工事完了後、完成図を1部製本して提出すること。

暴力団等による不当介入における通報義務について

現場代理人は、工事請負契約約款第１０条第２項の規定により、契約工期内の現場常駐が義務付けられているが、契約締
結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間や、工事の全部の施工を一時中止し
ている期間については、監督員との連絡体制を確保した上で、常駐義務を緩和するものとする。
また、以下の条件を全て満たす場合に、他工事の現場代理人又は専任でない主任技術者を兼務することができる。
　１．他工事は、可児市発注の建設工事で、工事現場が市内であること。
　２．他工事においても、本工事と同様に現場代理人の兼務を認めていること。
　３．兼務を行う工事の総数が、本工事を含めて３件までであること。
　４．兼務を行う工事の請負代金額の合計が３，500万円未満であること。
　５．発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応ができること。
なお、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がある場合、及び、発注者との連絡体制が確保されていな
いと監督員の認めた場合は、兼務を取り消すものとする。
現場代理人が兼務となった場合は、本工事の監督員及び他工事の監督員の双方に、現場代理人兼務届を提出しなけれ
ばならない。

電子納品について

「岐阜県電子納品要領」等に基づき、電子納品を行うこと。なお、電子納品の内容については、監督員と事前に協議し、決
定すること。

工事施工区域内に可児市公共基準点が設置してある場合は、基準点鋲を滅失・き損または、その効用に支障をきたすこと
のないよう充分に留意すること。施工上止むを得ず支障となる場合は、事前に報告すること。

現場代理人の兼務について

⑴　この特記事項以外は下記に準拠する。但し、本工事に関係しない事項は適用しない。

　・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建築工事標準仕様書（建築工事編）平成31年度

⑷　新型コロナウイルスへの対策方法について、監督員と協議を行うこと。

(１) 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から、事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由
が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報するとともに、
可児市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（平成２２年可児市訓令甲第４７号）に定める様式第９号により可児
市に報告しなければならない。なお、通報・報告がない場合は、可児市建設工事請負契約に係る指名停止措置要領に基
づき、指名停止等の措置を行うことがある。

可児市公共基準点の保全について

その他

(２) 受注者は、暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に工事等を完了することができな
いときは、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。

　・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成31年度

⑵　施設利用者が居ながらの工事となるため、施設運営に支障のないよう事前協議を行うこと。



可児市土田地区センター外部改修工事

Ａ 建築工事 1.00 式

Ⅰ 直接工事費　　　計 1.00 式

Ⅱ 共通仮設費 （共通仮設工事費積上分を含む） 1.00 式

　 純工事費　　　計 　 　

　
Ⅲ 現場管理費 1.00 式

工事原価　　　計

　 　 　
　

Ⅳ 一般管理費等負担額 1.00 式

工事価格　　計

　
Ⅴ 消費税相当額 1.00 式 10%

総　　合　　計

金　　　　額 備　　　　　　　　　　考記号 工    事    名    称 摘　　　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価

　　総　括 1 内訳書　　　



摘　　　　　要 数　  量 単位 単　　価 金　　　　額 備　　　　考

Ⅰ 直接工事費

1 直接仮設工事 1 式

2 防水工事 1 式

3 外壁補修工事 1 式

4 塗装工事 1 式

5 解体工事 1 式

　 合　　　　　計

P.  1

名　　　　　称



摘　　　　　要 数　  量 単位 単　　価 金　　　　額 備　　　　考

1 直接仮設工事

外部足場 くさび緊結式足場（手摺先行型）　建地幅：900ｍｍ 2,129 ㎡

昇降足場 建地幅：900ｍｍ　H=11.7ｍ　2箇所 23.4 ｍ

災害防止 安全手摺 208 ｍ

災害防止 メッシュシート張り 2,129 ㎡

小計

改め計

P.  2

名　　　　　称



摘　　　　　要 数　  量 単位 単　　価 金　　　　額 備　　　　考

2 防水工事

（シーリング改修）

シーリング
PS-2　20×15
打継目地（タイル部） 165.0 ｍ

シーリング
PS-2　15×10
外壁目地（タイル部） 225.0 ｍ

シーリング
PU-2　20×15
打継目地（打放し・モルタル部） 155.0 ｍ

シーリング
PU-2　15×10
外壁目地（打放し・モルタル部） 210.0 ｍ

シーリング
PU-2　20×15
既設Ｕカットシーリング部 15.0 ｍ

シーリング MS-2　15×10　建具-外壁間 638.0 ｍ

シーリング MS-2　15×10　トップライト 40.1 ｍ

（小庇類・モルタル笠木塗膜防水）

水洗い デッキブラシ掛け併用・清掃共 12.0 ㎡

下地調整 ポリマーセメントペースト 12.0 ㎡

ウレタン系塗膜防水 Ｘ－２　平場・見付面 12.0 ㎡

小計

改め計

P.  3

名　　　　　称



摘　　　　　要 数　  量 単位 単　　価 金　　　　額 備　　　　考

3 外壁補修工事

（施工数量調査）

外壁劣化部調査 タイル面 775.0 ㎡

外壁劣化部調査 コンクリート・モルタル面 725.0 ㎡

（外壁補修：タイル張り部）

外壁タイル補修（一般部） ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 32.0 ㎡

外壁タイル補修（一般部） 外壁タイル張替工法(ボーダータイル) 0.6 ㎡

外壁タイル補修（狭幅部）
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法
（天端面・サッシ水切面） 76.9 ｍ

外壁タイル補修（狭幅部）
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法
（立上面） 17.5 ｍ

外壁タイル補修（狭幅部）
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法
（下端面） 9.9 ｍ

ひび割れ補修（幅0.2mm以上）
タイル下コンクリート躯体面
自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 6.2 ｍ

（外壁補修：打放し部）

外壁コンクリート面
ひび割れ補修（幅0.2mm以上） 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 102.4 ｍ

外壁コンクリート面
ひび割れ補修（幅0.2mm未満） シール工法 266.5 ｍ

（外壁補修：モルタル塗り部）

外壁モルタル面補修
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法
１６本/㎡ 9.6 ㎡

外壁コンクリート面
ひび割れ補修（幅0.2mm以上） 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 8.8 ｍ

外壁コンクリート面
ひび割れ補修（幅0.2mm未満） シール工法 22.7 ｍ

P.  4

名　　　　　称



摘　　　　　要 数　  量 単位 単　　価 金　　　　額 備　　　　考

（小庇類補修：モルタル塗り部）

モルタル面補修
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法
１６本/㎡ 4.7 ㎡

外壁　欠損・爆裂面等補修 200×100程度 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填工法 3.0 箇所

外壁　欠損・爆裂面等補修 100×100程度 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填工法 19.0 箇所

木コン処理 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填補修 300.0 箇所

外壁タイル面高圧水洗洗浄 高圧水洗工法　30MPa程度 775.0 ㎡

サッシクリーニング 外面　ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ含む 365.0 ㎡

小計

改め計

P.  5
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摘　　　　　要 数　  量 単位 単　　価 金　　　　額 備　　　　考

4 塗装工事

外壁面下地処理
コンクリート・モルタル面
高圧水洗工法　30MPa程度 725.0 ㎡

下地調整 C-2 725.0 ㎡

複層仕上塗材（Ｅ）
凹凸模様
水系ウレタンつやあり 725.0 ㎡

下地調整 RB種（鋼製建具） 60.6 ㎡

耐候性塗装（ＤＰ）
B種 1級（ふっ素樹脂塗料）
下塗錆止塗装共（鋼製建具） 60.6 ㎡

下地調整 RB種（アルミ幕板・飾り庇） 23.3 ㎡

耐候性塗装（ＤＰ）
B種 1級（ふっ素樹脂塗料）
下塗錆止塗装共（アルミ幕板・飾り庇） 23.3 ㎡

外壁巾木補修 樹脂モルタル薄塗り 42.5 ㎡

小計

改め計

P.  6
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摘　　　　　要 数　  量 単位 単　　価 金　　　　額 備　　　　考

5 解体工事

カッター掛 タイル撤去部 2.4 ｍ

カッター掛 コンクリート面新設目地 112.0 ｍ

シーリング撤去 1,448.0 ｍ

外壁タイル撤去 0.6 ㎡

発生材積込 プラスチック類 0.3 ㎥

発生材積込 混合廃棄物 0.2 ㎥

発生材運搬 プラスチック類 0.3 ㎥

発生材運搬 混合廃棄物 0.2 ㎥

発生材処分 プラスチック類 0.3 ㎥

発生材処分 混合廃棄物 0.2 ㎥

小計

改め計

P.  7
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摘　　　　　要 数　  量 単位 単　　価 金　　　　額 備　　　　考

Ⅱ-1 共通仮設費（積上分）

仮囲い 成形鋼板　H=2.0m 38.5 ｍ

キャスターゲート Ｗ＝6.0ｍ 1.0 箇所

安全対策 交通誘導員 15.0 人

シート張り Ｈ＝2.0ｍ　昇降足場立ち入り防止用 13.0 ｍ

小計

改め計

P.  8
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工事名

施工条件
明示項目 明示事項 制約条件等

工 程 Ａ．工種（ ）

Ｂ．期間（ ～ ）

Ａ．工種（ ）

Ｂ．期間（ ～ ）

Ａ．協議済機関及び内容( ）

Ｂ．未協議機関及び内容( ）

Ａ．許可済

Ｂ．申請中　　

Ａ．許可済

Ｂ．申請中　

Ａ．許可済

Ｂ．申請中　

Ａ．協議済内容( ）

Ｂ．未協議内容( ）

８．施工時期 Ａ. 施工時期（ ）

９．その他 Ａ．その他（ ）

用 地 Ａ．区間(No. ～ No. ）

Ｂ．着工見込時期( ）

Ｃ．内容（ ）

Ａ．場所（ ）

Ｂ．処理の見込み時期( ）

Ｃ．未買収地への立ち入り可否( ）

Ａ．官有地

Ｂ．民有地

Ｃ．その他（ ）

Ｄ．別途協議

４．その他 Ａ．その他（ ）

公 害 対 策 Ａ．騒音（ ）

Ｂ．振動（ ）

Ｃ．水質（ ）

Ｄ．その他（ ）

２．事業損失防止に関する調査あり Ａ．調査の項目( ）

３．環境影響調査あり Ａ．生物・植物調査あり

Ａ．アスベスト含有材あり

Ｂ．フロン回収あり

Ｃ．その他（ ）

安 全 対 策 Ａ．全面通行止め

Ｂ．片側通行止め

Ｃ．時間制限あり（ ）

Ａ．登下校時間における車両の通行について施工業者と要協議

Ｂ．仮設歩道必要

）配置人員 人/日
Ｂ．区間(No. ～ ）配置人員 人/日
Ｃ．区間(No. ～ ）配置人員 人/日
Ｄ．交替要員あり

Ａ．工法制限あり（ ）

Ｂ．作業時間制限あり( ）

Ａ．協議済内容( ）

Ｂ．未協議内容( ）

５．その他 Ａ．その他（ ）

工 事 用 道 路 Ａ．搬入経路指定あり

Ｂ．時間帯制限あり

Ａ．一般交通供用あり

Ｂ．安全施設必要（ ）

Ｃ．路面工（ ）

Ｄ．工事完了後存続又は撤去（ ）

Ｅ．構造（ ）

Ｆ．用地（借地）

Ｇ．用地（公用地）

Ｈ．用地（その他）

３．その他 Ａ．その他（ ）

指 定 仮 設 備 １．仮設物の指定又は一部指定あり Ａ．工種（ ）

Ａ．工種（ ）

Ｂ．内容（ ）

３．その他 Ａ．その他（ ）

1

特記仕様書
（条件明示）

下記項目、事項のうちレ印該当欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。
なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、市と協議し適切な処置を講ず
るものとする。

２．他機関協議による工程条件あり

４．占用許可状況（　　　　　　　　）

５．建築確認

７．文化財協議（文化財課）

１．関連する別途発注工事あり

６．河川区域、保全区域内作業あり

３．他機関との協議状況

可児市土田地区センター外部改修工事

Ａ．（足場掛払い、資材搬入時等

４．バス路線（運行者との協議）

１．一般道路（搬入路）の使用制限

２．仮設道路の設置条件あり

２．仮設構造物の転用、兼用あり

１．用地補償物件撤去まで着工制限あり

２．工事用地の未買収

３．仮設ヤードの有無

１．施工方法の制限あり

４．その他

１．交通規制あり

２．通学路あり

２．交通整理員

３．鉄道等の近接作業制限あり



明示項目 明示事項 制約条件等

Ａ．運搬距離（ Ｋｍ ）

１．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｂ．投棄料計上あり

［場所が未確定］ Ｃ．整地（押土、敷均、締固等）必要

Ｄ．整地（押土）必要

Ａ．盛土、埋戻

２．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｂ．ストックヤード利用あり（ ）

［自工事へ流用］ Ｃ．仮置場必要（ ）

Ｄ．運搬距離（ Ｋｍ ）

Ｅ．仮置場の用地借上費計上あり

Ａ．場所（ ）

Ｂ．盛土、埋戻

Ｃ．整地（押土、敷き均し、転圧）あり

３．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｄ．ストックヤード利用あり（ ）

［他工事へ流用、または処分地指定］ Ｅ．仮置場必要（ ）

Ｆ．運搬距離（ Ｋｍ ）

Ｇ．仮置場の用地借上費計上あり

Ｈ．処分料計上あり

Ａ．他工事名（ ）

Ｂ．請負者運搬あり（運搬距離 Ｋｍ ）

Ｃ．盛土、埋め戻し

４．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｄ．ストックヤード利用あり（ ）

建 設 発 生 土 ［他工事からの流用］ Ｅ．仮置場必要（ ）

建 設 （ 産 業 ） 廃 棄 物 Ｆ．仮置場の用地借上費計上あり

関 係
Ａ．種類（ ）

５．産業廃棄物の処理条件あり Ｂ．場所（ ）

[特別管理産業廃棄物］ Ｃ．中間処理施設までの運搬距離（ Ｋｍ ）

Ｄ．処理費計上あり

Ａ．槽内洗浄必要

Ｂ．可児市環境課と打合せの必要あり

Ａ．産業廃棄物管理票（マニフェスト）

Ｃ．コブリス

Ｄ．廃棄物処理委託契約、許可書

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
工 事 支 障 物 件 Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．管理者による高さ調整 （ ）
Ｂ．請負者による高さ調整 （ ）
Ａ．移設時期 （ ）
Ｂ．移設時期 （別途協議）

８．その他 Ａ．その他（ ）

１．濁水、湧水処理条件あり Ａ．方法（ ）

２．その他 Ａ．その他（ ）

Ａ．ＲＣ

Ｂ．アスファルト再生合材（30％再生）

Ｃ．アスファルト再生合材（100％再生）

Ｅ．

２．その他 Ａ．その他（ ）

Ａ．品名（ ）

Ｂ．納入場所( ）

Ａ．品名（ ）

Ｂ．引渡し場所( ）

Ａ．仮設費（ ）

Ｂ．安全費（ ）

Ｃ．営繕費（ ）

Ｄ．地域連携（ ）

４．「可児市工事品質証明実施要領」該当あり Ａ．品質証明員の配置あり

Ａ．範囲（ ）

Ｂ．時期（ ）

６．その他 Ａ．その他（ ）

Ｂ．建設発生土管理状況書類及び処理地の関係図書

５．占用支障物件あり（ガス）

６．占用支障物件あり（ﾏﾝﾎｰﾙ蓋、仕切り弁蓋等）

再 生 材 使 用

排 水 工 関 係

そ の 他

７．占用支障物件あり（その他）

６．浄化槽、汲み取り便槽の取壊し処分あり

７．「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実
施要綱」に基づく提出・提示書類あり

１．占用支障物件あり（電気）

２．占用支障物件あり（電話）

４．占用支承物件あり（下水道）

３．占用支障物件あり（水道）

５．部分使用

Ｄ．再生材を使用できない場合別途協議

３．現場環境改善

２．支給材あり

１．現場発生材あり

１．再生材使用指定あり



・環境配慮改修

・防火地域　・準防火地域　・指定なし

・その他

・別表２　建築物に係る新築工事等（・新築  ・増築  ・修繕  ・模様替）

・風圧力

・建築設備、内装材等

・建設省告示第1455号における区域　別表（　　）

　　　地表面粗度区分　（　　　Ⅲ　　　）

設　計承　認
工 事 設 計 図工事名

図面名

NO.設計年月日

１級 建 築 士 　 三  宅  晶  信 　 第 68278号

TEL 0574 (62) 1881

FAX 0574 (62) 5432

備   考

株 式 会 社

2020-01

章 項目 章 項目 特記事項 章 項目 特記事項Ⅰ　建築工事仕様

工事概要

特記事項

章 項目 特記事項

　　　風速（Ｖｏ＝　３２　m／s）

・積雪荷重　　３０ｃｍ

・仮設工事

・植栽及び屋上緑化工事 ・電気設備工事 ・機械設備工事

・ 手作業

・ 無 

・ 有 

・ 無 

・ 有 

・ 無 

・ 有 

・ 無 　（　　　　　　　　　）

・ 手作業

・ 手作業と機械作業の併用

・ 手作業

・ 手作業と機械作業の併用

・ 手作業

・ 手作業と機械作業の併用

・ 有 ・ 手作業

・ 手作業

・ 手作業と機械作業の併用・ 無 

・ 有 

・ 無 

・ 有 

・ 無 

・ 有 

・ 手作業と機械作業の併用

・ 手作業

・ 手作業と機械作業の併用

・ 手作業

・ 無 

・ 有 

・ 無 

・ 手作業

・ 手作業と機械作業の併用

・ 手作業と機械作業の併用

・ 手作業

・ 無 

・ 有 

・ 有 

・ 手作業と機械作業の併用

工程ごとの作業内容及び解体方法

工程ごとの作業内容及び解体方法

工　      程 作業内容 分別・解体の方法

作業内容工　      程 分別・解体の方法

所　　在　　地施設の名称廃棄物の種類

注）上記については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものでは

　　ない。なお、提示する施設と異なる場合は、監督員と協議する。

・木材

　コンクリート

・アスファルト

　成る建設資材

・コンクリート及び鉄から

・コンクリート

・別表３　特定建設資材廃棄物の種類と再資源化等をする施設の名称及び所在地

建築設備の取り外し　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

内装材料の取り外し　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

屋根ふき材の取り外し（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

手作業・機械作業を併用する理由

・屋根

・外装材、上部構造部分

・基礎、基礎ぐい

・造成等

・その他

・基礎、基礎ぐい

・外装材・上部構造部分

・屋根ふき材

・建築設備、内装材等

・別表１　建築物に係る解体工事

・ 有 

・ 無 

・ 手作業

・ 手作業と機械作業の併用

・ 手作業と機械作業の併用

ン購入法」という。）の特定調達品目を示す。

原則としてグリーン購入法における特定調達品目の使用に努めること。

議決定）」による。

化学物質を放散させる建築材料等

　本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質

及び性能を有すると共に、次の１）から５）を満たすものとする。

　　パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板及び仕上塗材は、

　　ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

２）保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを発散しない

　　か、発散が極めて少ないものとする。

３）接着剤はフタル酸ジブチル及びフタル酸ジエチルヘキシルを含有しない

　　難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トル

　　エン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないも

　　のとする。

４）塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散

　　しないか、発散が極めて少ないものとする。

５）１）、３）及び４）の建築材料を使用して作られた家具、書架、実験台

　　その他の什器等は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少な

　　いものとする。

②建築基準法施行令第２０条の７第４項による国土交

　通省大臣認定品

③次の表示のあるＪＡＳ適合品

　ａ．非ホルムアルデヒド系接着剤使用

　ｂ．接着剤等不使用

Ｇ 印は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（以下「グリ－

１）合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF

①ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆☆品規制対象外

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量 該当する材料

また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒド放散量」は、次のとおりとする。

　ｃ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデ

　　　ヒドを発散しない材料使用

　ｄ．ホルムアルデヒドを発散しない塗料等使用

　ｅ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデ

　　　ヒドを発散しない塗料使用

　ｆ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデ

　　　ヒドを発散しない塗料

①ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆品

②建築基準法施行令第２０条の７第３項による国土交

　通省大臣認定品

③旧ＪＩＳのＥ０品

④旧ＪＩＳのＦc０品

第三種

１）品質及び性能に関する試験データが整備されていること。

２）生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。

３）安定的な供給が可能であること。

４）法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

６）販売、保守等の営業体制が整えられていること。

することの証明となる資料、又は外部機関が発行する資料等の写しを監督員に提

出して承諾を受けるものとする。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合

はこの限りでない。

　製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法

の基本方針の判断に基準に従い、あらかじめ、「木材・木材製品の合法性、持続

可能性の証明のためのガイドライン」（林野庁　平成１８年２月１５日）に準拠

した証明書を監督員へ提出する。

(1.4.2)

　なお、これらの材料等を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有

５）製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

　本工事に使用する材料等は、設計図書に定める品質及び性能を有するものとし、

ＪＩＳ又はＪＡＳマーク表示のない材料等は、次の１）から６）の事項を満たす

ものとする。

12 特別な材料

　 の工法

　改修標準仕様書、標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製

品の指定工法による。

10 環境への配慮

監督員に２部提出

外壁及び防水改修施工数量調査は、使用予定材料メーカーの指定

・建具改修工事

・施工順序　　　　　　（・指定なし　・図示　・　　　　　　　　　）

 1 適用基準等

（２）特記事項の中で選択する事項（・印の付いたもの）は、・ 印の付いたものを適用する。

　　　・印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。

工事名称

主要用途

工事種別

敷地 地名地番

工事の範囲

別途工事

（１）図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共

１．共通仕様

　　　建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(平成２８年版【平成２８年３月改訂】)（以下「改修標準仕様

　　　書」という。）による。

　　　なお、改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の

　　　「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(平成２８年版)」「平成２８年３月改定」（以下「標準仕様

　　　書」という。）による。

（２）電気設備改修工事及び機械設備改修工事を本工事に含む場合は、電気設備改修工事及び機械設備改

　　　修工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。

　　　電気設備改修工事の特記仕様書は（　　／　　）図、

　　　機械設備改修工事の特記仕様書は（　　／　　）図による。

（３）受注者は建築基準法第７条の定めによる完了検査（同法第７条の３の定めによる中間検査を含む）

　　　時には、特定行政庁（建築主事等）が求める検査に必要な資料（報告書等）を用意すること。

２．特記仕様

（１）項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

（３）特記事項に記載の (　.　.　) 内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示

　　　す。

　　　特記事項に記載の [　.　.　] 内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

（４）東海地震に係る地震防災対策強化地域内における工事にあっては「大規模地震対策特別措置法」に

　　　よる注意情報が発せられた場合、受注者は人身の保護及び安全な避難に必要な補強、落下防止

　　　等の保全措置を講ずるとともに、工事中断の措置をとること。又この事実が発生した場合は、契約

　　　書第２６条（臨機の措置）によって処理されたものとする。

（５）標準仕様書で「特記がなければ、」以降に具体的な材料・品質性能・工法・検査方法等を明示し

　　　ている場合において、それらが関係法令の改正等により（条例を含む）に抵触する場合には、関係

　　　法令等の遵守（1.1.13）の規定を優先する。

１

共

通

事

項

　建築工事標準詳細図　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修（平成28年版）

各図面において、（○－○○－○）内の数字は適用する上記詳細番号を示す。

工事写真撮影ガイドブック（平成30年度版）建築工事編及び解体工事編

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

・建築物解体工事共通仕様書同解説

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（平成24年版）

建築基準法に基づき定まる風圧及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。

　　　・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

 2 適用区分

 3 工事実績情報

   の登録

　工事請負金額が５００万円以上（消費税込み）の工事について、

工事実績情報を登録するものとする。

（登録先：日本建設情報総合センター）

　なお、登録内容を訂正する必要が生じた場合は、標準仕様書に記載された登録

の手順に準じて訂正するものとする。

　また、変更契約日と工事完了日の間が、１０日に満たない場合は、変更契約時

の登録を省略することができるものとする。

 4 施工計画書

作成し、監督員に提出する。

　次の工種に該当する工事の施工計画書を当該工事の施工に先立ち

(1.2.2)

(1.1.4)

・塗装改修工事

・外壁改修工事

・防水改修工事

・その他改修工事（　　　）・内部改修工事

・耐震補強工事

 5 電気保安

　 技術者

・適用する (1.3.3)

 6 施工条件

・施工時間　　　　　　（※追加特記仕様書による　・　　　　　　　）

・適用する

・工事用車両の駐車場　（・指定なし　・図示　・敷地内　　　　　　）

・資機材置場　　　　　（・指定なし　・図示　・敷地内　　　　　　）

・現場事務所　　　　　（・指定なし　・図示　・敷地内　　　　　　）

・建設発生土仮置場　　（・指定なし　・図示　・敷地内　　　　　　）

 7 発生材の

   処理等

(1.3.5)

※引渡しを要するもの（・金属類　※ＰＣＢ含有物　・　　　　　　　） (1.3.12)

・特別管理産業廃棄物（※廃石綿　・　　　　　　　　　　　　　　　）

・現場において再利用を図るもの（　　　　　　　　　　　　　　　　）

・再生資材の活用を図るもの　　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

・アスベスト成型板としての処理を要するもの

※９章　環境配慮改修工事の特記による

・ＰＣＢ含有シーリング材の分析調査

・第一次判定

・第二次判定

現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否の判定を行う

採取箇所数（計　　箇所）

採取場所　（※図示　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

専門分析機関にてＰＣＢ含有量の分析を行う

分析個数　（計　　個）

・除去処理工事

撤去工法　「標準施工要領書（日本シーリング工業共同組合連合会／日本

　　　　　シーリング材工業会）」による

除去範囲　（※図示　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書の提出

　建設リサイクル法の実施に係る岐阜県指針に基づき、工事着手時に再資

源利用計画書及び再資源利用促進計画書を、また、工事完了時に同計画書

の実施報告書を監督員に提出するものとする。なお、計画書及び報告書は

「建設副産物情報交換システム」（COBRIS）により作成したものとする。

　本工事が、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特

定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材

の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法第104号  以下「建設リサイク

ル法」という。）施行令又は、都道府県が条例で定める建設工事等であって、

その規模に関する基準以上の工事（以下「対象工事」という。）である場合は、

建設リサイクル法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施に

ついて適切な措置を講ずることとする。

　なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、

別表１又は２，及び３の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「７解体

工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認

されたものであるため、発注者が積算上条件明示した別表の事項と別の方法で

あった場合でも変更の対象としない。但し、現場条件や数量の変更等、受注者

の責によるものではない事項については、この限りでない。工事契約後に明ら

かになったやむをえない事情により、予定した条件により難い場合は、監督員

と協議するものとする。

　また、分別解体・再資源化の完了時に、再資源化等が完了した年月日、再資

源化等をした施設の名称及び所在地、再資源化等に要した費用を書面にて監督

職員に報告する。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン(平成14年5月)」

に定めた様式１｛再生資源利用計画書（実施書）｝及び様式２｛再生資源利用

促進計画書(実施書)｝を兼ねるものとする。

　本工事が「建設リサイクル法」の対象工事外である場合においても前記に準

じ適切な措置を講ずるものとする。

建設リサイクル法　・対象工事　・対象工事外

 8 埋戻し 種別　・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・建設汚泥から再生した処理土 Ｇ

　 及び盛土

 9 砂利地業 ※再生クラッシャラン Ｇ　・切込砂利又は切込砕石

[表3.2.1]

(1.4.1)
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13 施工調査

て事前調査、情報収集を行う。

※施工計画調査

　本工事該当部位及び関連部位について既存施設（埋設配管等を含む）につい

報告書

立面図、平面図等に記載、必要に応じ写真を添付

調査業者

する施工業者とする

範囲、復旧方法　※図示　・　

・外壁改修施工数量調査

調査範囲　※全面　・図示

調査項目

・タイル張り仕上げの場合

・埋設配管の試掘

の幅及び長さ、ひび割れ部の挙動の有無及び錆汁の流出の有無を調査する。

・コンクリート打放し仕上げ、モルタル塗り仕上げの場合

ひび割れ（幅0.2～0.3mm未満、0.3～0.5mm未満、0.5～1.0mm未満、1.0mm以上）

ひび割れ（幅0.1～0.2mm未満、0.2～0.3mm未満、0.3～0.5mm未満、0.5mm～1.0mm

未満、1.0mm以上）の幅及び長さ、ひび割れ部の挙動の有無、漏水の有無及び錆

汁の流出の有無を調査する。

・モルタル塗仕上げ及びタイル張り仕上げについては、浮き部分、欠損部の形状

寸法等を調査する。

・塗り仕上げについては、コンクリートまたはモルタル表面のはがれ及びはく落

部を調査する。また、既存塗膜と新規上塗材との適合性を確認する。

(1.5.1～2)

調査方法　目視及びミリスケール等

足場　※「２章　仮設工事　１　足場、その他」による。　・　

・防水改修施工数量調査

調査範囲　※全面　・図示

調査項目　※図示　・　

調査方法　※図示　・　

補修方法　※図示　・　　　 (1.5.3)14 調査のための

   破壊部分の調査

　判断の基準は「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（平成２８年２月閣

工事種目 技能士検定職種 技能検定作業

15 技能士 (1.6.2)※適用する

　適用する技能士

仮設工事

防水改修工事

外壁改修工事

建具改修工事

内装改修工事

耐震改修工事

塗装改修工事

環境配慮改修工事

とび

防水施工

・ とび作業

・ ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事作業

・ ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水工事作業

・ ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系塗膜防水工事作業

・ 合成ｺﾞﾑ系ｼｰﾄ防水工事作業

・ 塩化ﾋﾞﾆﾙ系ｼｰﾄ防水工事作業

・ ｾﾒﾝﾄ系防水工事作業

・ 改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄﾄｰﾁ工法防水

・ ＦＲＰ防水工事作業

・ ｼｰﾘﾝｸﾞ防水工事作業

建築板金

スレート施工

樹脂接着剤注入施工

左官

・ 内外装板金作業

・ スレート工事作業

・ 樹脂接着剤注入工事作業

・ 左官作業

・ タイル張り作業

・ ビル用サッシ施工作業

・ ガラス工事作業

・ 自動ドア施工作業

・ 大工工事作業

・ 鋼製下地工事作業

・ 内外装板金作業

・ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床仕上工事作業

・ ｶｰﾍﾟｯﾄ系床仕上工事作業

・ ボード仕上工事作業

・ 壁装作業

・ 左官作業

・ タイル張り作業

・ 塗装作業

・ 鉄筋組立て作業

・ 型枠工事作業

・ ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送工事作業

・ 構造物鉄工作業鉄工

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送施工

型枠施工

鉄筋施工

塗装

タイル張り

左官

表装

内装仕上施工

建築板金

内装仕上施工

建築大工

自動ドア施工

ガラス施工

サッシ施工

タイル張り

とび

配管

路面表示施工

造園 ・ 造園工事作業

・ 加熱ﾍﾟｲﾝﾄﾏｼﾝﾏｰｶｰ工事作業

・ 溶融ﾍﾟｲﾝﾄﾊﾝﾄﾞﾏｰｶｰ工事作業

・ 建築配管作業

・ とび作業

16 技能資格者 (1.6.3)・溶接技能者（（社）日本溶接協会が検定した技能資格を有する者）

・圧接技量資格者（JIS Z 3881（ガス圧接技術検定における試験方法及び判

　定基準）による技量を有する者）

17 施工の検査等 ・

・その他監督員の指示による

(1.6.5)

18 施工の立ち会

　 い等

・

・その他監督員の指示による

19 化学物質の

　 濃度測定

測定室の揮発性有機化合物の室内濃度を測定し、報告すること。

測定対象室及び測定箇所数

・事務室　室名（　　　　　　        　　　）

　　　　　測定箇所　各部屋（　　）箇所、測定回数（・着工前　・着工後 ）

・会議室　室名（　  　　　　　          　）

　　　　　測定箇所　各部屋（　　）箇所、測定回数（・着工前　・着工後 ）

(1.6.7)

(1.6.9)

・上級室　室名（　　　 　　　　   　　  　）

　　　　　測定箇所　各部屋（　　）箇所、測定回数（・着工前　・着工後 ）

・休憩室　室名（　　　　　 　　　　   　　）

　　　　　測定箇所　各部屋（　　）箇所、測定回数（・着工前　・着工後 ）

・その他　室名（　　　　　　　       　　）

　　　　　測定箇所　各部屋（　　）箇所、測定回数（・着工前　・着工後 ）

測定方法　※パッシブ採取による蒸気拡散式分析法　・厚生労働省の標準法

測定物質　ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、スチレン、エチルベンゼン

　　　　　パラジクロロベンゼン（学校のみ）

換気　測定対象室のすべての窓及び扉（造り付け家具、押入れ等を含む。）を開

　　　放し３０分換気する。

閉鎖　測定対象室のすべての窓及び扉を５時間閉鎖する。ただし、造り付け家具、

　　　押入れ等の扉は、開放したままとする。

測定　測定は、「閉鎖」の状態のまま行う。

　　　測定時間は、原則として２４時間とする。但し２４時間測定が行えない場

　　　合は、８時間測定（１０時３０分～１８時３０分）とする。

　　　測定位置は、室中央付近の床から１.２ｍ～１.５ｍの高さとする。

20 完成時の提出

   書類

・完成図（施工図、施工計画書を除く）

※新規に作成　・既存完成図を修正

・保全に関する資料

・施工図（　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　）

(1.8.1～3)(表1.8.1)

　（平成14年11月改訂版）による。

　完成図ＣＡＤデータ（ＣＤ－Ｒ）作成方法は「営繕工事電子納品要領」

　記載内容は監督職員と協議する。

・施工計画書（　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　）

本工事に係る施工図及び施工計画書の著作者の権利は、当該建物における使用

に限り、発注者に移譲するものとする。

製作図等で原図として提出が出来ないものは、原図に変わるものとしてよい。

設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出し、監督職員の承諾を

受ける。

・

※「営繕工事電子納品要領」による

※設計ＧＬ＝ＢＭ＋　　　　mm（現状地盤高は図示）

21 工事写真

22 設計ＧＬ

11 材料の品質等

A-101 A2 : －
scale　　　　　　　　

A3 : －
特記仕様書（１）

・建築主体工事　　一式

・なし

公民館・体育館

改修

敷地面積

都市計画法等 都市計画区域 ・都市計画区域内（・市街化区域・市街化調整区域・その他）

用途地域

防火地域

その他の指定 ・２２条指定区域内　・２２条指定区域外　・（　　　　　）

・国道　・県道　・市道　・町道　・村道　・私道建築基準法 道　　路

工事建物の概要

・第一種住居地域

既存部分の破壊を行った場合の補修方法　※図示

調査報告書の部数　・　２部

　（外壁補修に伴う撤去材）

可児市土田地区センター外部改修工事

岐阜県可児市土田2352-2

2,577.11㎡

　幅員　　8.0ｍ

【土田地区センター】

構造　鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造

建築面積　　　1,273.53 ㎡

階数　地上２階

建設年度　　　昭和61年頃

可児市土田地区センター外部改修工事

　提出　

　提出　

　提出　

延べ床面積　　1,587.43 ㎡



設　計承　認

scale　　　　　　　　

工 事 設 計 図工事名

図面名

NO.設計年月日

１級 建 築 士 　 三  宅  晶  信 　 第 68278号

TEL 0574 (62) 1881

FAX 0574 (62) 5432

備   考

株 式 会 社

2020-01

章 項目 特記事項 章 項目 特記事項 章 項目 特記事項 章 項目 特記事項

23 建設機械 １）本工事においては「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」（平

　成9年7月31日建設省告示第1536号、最終改正 平成13年4月9日国土交通省告示

　合は、監督職員と協議の上、必要書類を提出するものとする。

　第487号)に基づき指定された建設機械を使用する。ただし、これにより難い場

２）本工事においては「排出ガス対策型建設機械指定要領( 平成3年10月8日建設

　省経機発第249号、最終改正 平成14年4月1日国総施第225号)に基づき指定され

　た建設機械を使用する。排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成

　７年建設技術評価制公募課題「建度設機械の排出ガス浄化装置の開発」、又は

　あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価

　された排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策機械と同等とみなす。

　ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

　　排出ガス対策建設機械、又は排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用す

　監督員に提出するものとする。

　る場合、現場代理人は、施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、

24 設備工事との

　 取り合い

本工事の施工範囲

※図示した鉄筋コンクリート部の貫通孔、開口部の補強

※図示した壁・天井の仕上材・下地材の切込み及び補強

※自動閉鎖装置取付け箇所の切込み及び補強

※駆動装置が電動による建具等の２次側の配管・配線及び操作スイッチ

施工図

※設備機器の位置、取合いなどの検討できる施工図を提出し、監督職員の承諾

　を受ける。

25 事故報告

事故発生報告書を監督職員に速やかに提出すること。

　工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通知するとともに、

26 養生その他 　工事施工に際し、在来部分を汚損した場合又は損傷した場合は、構造・仕

上げ共、在来にならい補修する。

※粉じん対策　粉じんが発生する場合には、集塵機を設置すること。

　　　　　　　工事車両の洗車及び道路の清掃をすること。

　　　　　　　搬出時等は、周辺道路への土砂等飛散防止に努めること。

※安全対策　　工事車両の出入口及び出隅部分に透明板付の仮囲いや赤色

　　　　　　　灯を設置すること。

・夜間照明　　仮囲い上部に仮設夜間照明を設置すること。

　　　　　　　こと。

・騒音対策　　隣地境界地点において騒音振動測定器を設置し、測定管理する

１

共

通

事

項

１

共

通

事

項

・P0X

・L4X

・P1Y

・P2Y

１　安全施設の使用・設置は関係法令等を順守するほか次のとおり講じなけれ

・四つ切　　（　　）枚　　※アルミ額縁

・半切　　　（　　）枚　　※アルミ額縁

・全紙　　　（　　）枚　　※アルミ額縁 ・提出部数：監督員の指示による

・撮影内容：監督員の指示による

・印刷用紙：Ａ４縦

画素：長辺で2880ＰＩＸ以上

27 完成写真

　本完成写真の著作者の権利は、発注者に委譲するものとする。

提出内容

※電子データ　１部

記録方式：ＲＧＢ（フルカラー）、ＪＰＥＧ最高画質

記録媒体：ＣＤ－Ｒ（ＩＳＯ）

・カラープリント　キャビネ版（　　）部

　アルバム（黒表紙金文字300mm×300mm程度）　※無し　・有り

[3.2.5]28 建設発生土

 　の処理

対象工事であり、受注者は、工事の実施に当たっては土量、土質、土工期等に変

　本工事は、建設発生土情報交換システム（以下「システム」という。）の登録

更があった場合速やかに当該システムのデータ更新を行うものとする。

※構外搬出適切処理

・構内指示の場所にたい積する。

・構内指示の場所に敷きならす。

・岐阜県建設発生土管理基準により土壌検査を行う。

「建設発生土情報交換システム」を活用し、適切に処理する。

　片道の運搬距離（　　）ｋｍ、　処分費及び整地費用　無償　

注）上記ついては積算上の条件明示であり、提示する条件と異なる場合は監

　　督職員と協議する。

29 書類の書式等 　本工事の施工に関して提出する書類は、発注者が受注者に提示する「工事

の請負に係る書類」様式に基づき作成する。

30 概成工事 　総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね１０日

前までに支障のない状況まで完了していること。

31 下請施工業務 　本工事において、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を岐阜

県内に本店（建設業法（昭和２４年法律第１００号）に規定する主たる営業

所含む。）を有する者の中から選定するよう努めること。

32 産業廃棄物の

   適正処理 棄物の関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物

　産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃

処理状況の管理を行い、産業廃棄物の最終処分に至るまで適正に処理されて

いることを確認すること。

いないこと。

33 下請け業者等

34 暴力団の

   排除措置

妨害又は不当要求に対する通報義務

１）受注者は、契約の履行に当たって暴力団関係者等から事実関係及び社会通

　　念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は

　　契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報をしなければ

　　ならない。なお、通報がない場合は入札参加資格を停止をすることがある。

２）受注者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業

　　務を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求

　　することができる。

35 ワンデー

   レスポンス

１）本工事はワンデーレスポンス実施対象工事とする。

　　｢ワンデーレスポンス｣とは、受注者からの質問、協議への回答を、原則｢そ

　　の日のうち」に回答する仕組みである。

２）受注者は、工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施

　　工程を比較照査し、差異が生じた場合は適宜監督員に報告するものとする。

36 軽微な変更等 　現場の納まり、取り合い等の関係による協議の中で、形状寸法の軽微な変

更は、監督員の指示による。なお、この場合請負金額の変更は行わない。

　　　　

37　事故防止策 ・安全施設の使用・設置

　　ばならない。

（2）安全帯は一連の作業において親綱の架け替え等が生じる場合は、本作業

     は、本作業用、補助用の2丁掛としなければならない。

・定期安全訓練・研修等

２　受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時

　　間を割当て、次の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する

　　研修・訓練等を実施しなければならない。

　　さらに、工事内容や現場状況に応じて、過去の事故事例集（下記USL参照）

　　の活用により、工事現場で予想される事故防止対策を必ず実施すること。

http://www.pref.gifu.lg.jp/shakai-kiban/kendo/gijutsukanri/11656

       /jikojireishuu.html

38 工事着手前

現場状況を確認の上、設計と現場との整合性及び問題点を整理した後に、工

事着手前協議を発注者側の発議により開催するものとする。

　なお、立会者は発注者側が指定する。

39 その他 ディーゼルエンジン車両の適正燃料の使用について

（1）原則、昇降用梯子で作業しないこと。ただし、やむを得ず作業する場合

（1）安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育

（2）当該工事内容等の周知徹底

（3）工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底

（4）当該工事における災害対策訓練

（5）その他、安全・訓練等として必要な事項

（1）ディーゼルエンジンを動力とする車両には、JIS規格の軽油を使用する

　　 こと。

     すること。

（2）ディーゼルエンジンを動力とする車両の燃料検査があった場合には協力

２

設

仮

工

事

(2.2.1)(表2.2.1)1 足場その他

　「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、

同ガイドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」

における2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

2  材料、撤去材

　 等の運搬

種別　・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・Ｅ種

Ｃ種：利用可能なエレベーター（　　　　　）　

Ｄ種：利用可能な階段　　　　（　　　　　）

(2.2.1)(表2.2.2)

(2.3.1)3  既存部分の

   養生

・既存部分の養生方法　　※ビニルシート等　・　　

・既存家具等の養生方法　※ビニルシート等　・　　

・工事用通路の養生方法　※ビニルシート等　・　　

・外部開口部の養生方法　※ビニルシート等　・　　

・アスベスト等の撤去にかかる養生は「９章　環境配慮改修工事」による

内部足場　・設置する　( ※ 脚立、足場板等　・　　　　　）　・設置しない

外部足場　・設置する　・設置しない

防護シート　・設置する　・設置しない

4  固定された

　 備品、机、

　 ﾛｯｶｰ等の移動

・行う（図示）

(2.3.1)

(2.3.1)

養生方法　※取り外しのうえ保管　　・　　

保管場所　※構内既存施設内　　　　・　　

5  既存ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ、

　 カーテン等

　 の養生

(2.3.2)6 仮設間仕切り 仮設間仕切り　設置位置　※図示

・Ａ種

・Ｂ種

・Ｃ種

・仮設扉

下地　　※軽量鉄骨　・木

表面材　※せっこうボード（厚さ(mm)　※9.5　・　　　）

塗装　　※行わない　・行う

        ・合板（厚さ(mm)　※9.0　・　　　）

充填材　※グラスウール３２Ｋ　厚５０mm　・　

下地　　※軽量鉄骨　・木

表面材　※せっこうボード（厚さ(mm)　※9.5　・　　　）

        ・合板（厚さ(mm)　※9.0　・　　　）

塗装　　※行わない　・行う

下地　　※単管

表面材　※防炎シート

材質　　※木製扉（合板張程度）・鋼製扉（片面フラッシュ程度）

塗装　　※行わない　・行う

(2.4.1)

 工事概要及びイメージパースを印刷した看板を　　箇所設置する。

 なお、内容、設置位置については監督員と協議する。

11 ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ

「岐阜県都市建築部公共建築課発注の建設現場環境改善対象工事実施要領」

に基づき、「快適トイレ」を設置すること。

12 建設現場環境

　 改善対象工事

7  監督職員

   事務所

・設ける

・構内既存建物の一部を使用する。

・構内に新設する。

　規模(ｍ２程度)　・１０　・２０　※３５　・６５　・１００

・設けない

8  工事用水 構内既存の施設　※利用できない

・利用できる（ ※有償　・無償 ）

３

防

水

改

修

工

事

1  一般事項

受注者は、防水材料製作所及び防水施工者と連名で年限保証する。

なお、防水の保証年限は、１０年とする。

   処理

2  既存防水層の 既存露出防水層表面の仕上げ塗装除去

・行う（・Ｍ４ＡＳ　・Ｍ４ＡＳＩ　・Ｍ４Ｃ　・Ｍ４ＤＩ　・Ｌ４Ｘ）

(3.2.3～4)

(3.2.6)既存下地の補修箇所、範囲、数量等　※図示　3  既存下地の

   補修

4  試験及び

   施工標識

施工完了後の試験

満水試験　・行う　※行わない

（アスファルト防水、改質アスファルトシート防水、合成高分子系ルーフィン

グシート防水、塗膜防水の場合）

5  塗膜防水 [3.6.2]

(3.1.4)(表3.1.1)(3.6.2～3)(表3.6.1)

工法 種別 施工箇所 仕上塗料
高日射反射率

防水の適用Ｓ
備考

※X-1

・X-2

図示

・

※ｶﾗｰ 

・ｼﾙﾊﾞｰ 

脱気装置 ・設ける・設けない 

改修用ドレン ・設ける

             ・設けない  

○

○

脱気装置 ・設ける・設けない    ※ｶﾗｰ 

・ｼﾙﾊﾞｰ 

・X-1

※X-2

・

※Y-2

・

※Y-2

・

保護層   ・設ける・設けない 

保護層   ・設ける・設けない 

脱気装置の種類及び設置数量　 　※主材料製造所の指定による　・ 

Ｓ：高日射反射率防水を示し、近赤外域における反射率が50.0％以上であること。

    日射反射率の求め方はJIS K 5602に準じる。Ｇ

仕上塗料

種類　　※防水材製造所の指定する製品　・　　　

仕上色　・シルバー　・カラー　

6  シーリング (3.7.2～8)シーリング改修工法の種類

・シーリング充填工法　　　　・シーリング再充填工法

・拡幅シーリング再充填工法

ボンドブレーカー張り　・行う

エッジング材張り　・行う

シーリング材の種類、施工箇所 (3.7.2)(表3.1.2)(表3.7.1)

下記以外は(3.7.1)による

施工箇所 シーリング材の種類（記号）

・・

シーリング材の目地寸法　※改修標準仕様書3．7．3（a)(1）～（3）による

シーリング材の試験 (3.7.8)

２

設

仮

工

事

   協議

     用、補助用の2丁掛としなければならない。

　本工事は、担い手確保のための建設現場環境改善対象工事です。

防水工事は、専門業者の責任施工とする。

・簡易接着性試験　・引張接着性試験

　受注者は工事請負契約後直ちに設計図書を照査し、受注者及び発注者側が

ひび割れ幅(mm) 注入口間隔(mm)

※ 自動式低圧エポキシ

   樹脂注入工法

・ 手動式エポキシ樹脂

   注入工法

・ 機械式エポキシ樹脂

   注入工法

0.2以上～1.0 以下

0.2以上～0.3 未満

0.3以上～0.5 未満

0.5以上～1.0 以下

※ 200～ 300  

・  50～ 100　

・  100～ 200　

・  150～ 250　

・130　・　

・

・40　・　

・70　・　

・130　・　

・　

0.2以上～1.0未満 200～300 ・130

 50～100 ※ 40　・　　

・

・

0.2以上～0.3未満

0.3以上～0.5未満 100～200 ※ 70　・　　

※130　・　　150～2500.5以上～1.0未満
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外

壁

改

修

（

モ

ル

タ

ル

塗

り

仕

上

（

修

改

壁

外

げ

エポキシ樹脂

コア抜き取り検査

・行う（抜取り部の補修方法：　　      　　　　）

抜取り部補修方法　※図示　・　

・Ｕカットシール材充填工法

・シーリング材

ポリマーセメントモルタルの充填　・行う　・行わない

・可とう性エポキシ樹脂

・可とう性エポキシ樹脂

・パテ状エポキシ樹脂

・シール工法

※充填工法

・エポキシ樹脂モルタル

・ポリマーセメントモルタル

充填材料　※１成分形又は２成分形ポリウレタン系　・　

抜取り個数　※長さ500mごと及びその端数につき1個　・　

抜取り部補修方法　※図示　・　

1  ひび割れ部

　 改修工法

既存モルタルの撤去

※行わない

・行う　範囲　※図示　・　　　

・樹脂注入工法

エポキシ樹脂

コア抜き取り検査

・行う（抜取り部の補修方法：　　      　　　　）

抜取り個数　※長さ500mごと及びその端数につき1個　・　

・シーリング材

充填材料　※１成分形又は２成分形ポリウレタン系　・　

(4.2.2)(4.4.6)

（4.4.2）(4.4.5)

(4.4.2)

(4.1.4)(4.2.2)(4.3.7)

(4.2.2)(4.3.6)

(4.2.2)(4.3.5)

(4.1.4)（4.2.2）(4.3.4)・樹脂注入工法1  ひび割れ部

　 改修

2  欠損部改修

　　　　「4-2の1　ひび割れ部改修工法」の後、「4-2の2 欠損部改修」を行う

　　　　撤去後の処置

・可とう性エポキシ樹脂

・Ｕカットシール材充填工法

※低粘度形（0.5mm未満）　※中粘度形（0.5mm以上）

※低粘度形（0.5mm未満）　※中粘度形（0.5mm以上）

※自動式低圧エポキシ樹脂注入工法

・手動式エポキシ樹脂注入工法

・機械式エポキシ樹脂注入工法

種　　　類 ひび割れ幅(mm) 注入口間隔(mm) 注入量(ml/m)

工法の種類 注入量（ml/m）

ポリマーセメントモルタルの充填　・行う　・行わない

A2 : －
A3 : －A-102 特記仕様書（２）

撮影箇所数　※（　　）箇所　・航空写真（　　）箇所　・監督員の指示による

9 工事電力 構内既存の施設　※利用できない

・利用できる（ ※有償　・無償 ）

10 確認済の表示

・　適用する　　　　　・　適用しない

建築基準法第８９条に基づく「確認があった旨」の表示をする。

（品質・性能、試験方法）

　建築材料・設備機材等品質性能評価事業（一般社団法人公共建築協会）に

おける「評価の内容」による
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2  パテ状

   エポキシ樹脂

   モルタル

3  エポキシ樹脂 （品質・性能、試験方法）

　建築材料・設備機材等品質性能評価事業（一般社団法人公共建築協会）に

おける「評価の内容」による

4  ポリマー

   セメント

   モルタル

（性能）

　建築材料・設備機材等品質性能評価事業（一般社団法人公共建築協会）に

おける「評価の内容」による

   スラリー

   セメント

5  ポリマー （品質・性能）

　建築材料・設備機材等品質性能評価事業（一般社団法人公共建築協会）に

おける「評価の内容」による

   モルタル

6  既製調合

（品質・性能）

（試験方法）

細骨材、混和剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。

モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、

工事建築材料等品質性能表による

工事建築材料等品質性能表による

1  可とう性

   エポキシ樹脂

（品質・性能、試験方法）

　建築材料・設備機材等品質性能評価事業（一般社団法人公共建築協会）に

おける「評価の内容」による

(4.2.2)

(4.2.2)

(4.2.2)

(4.2.2)

(4.2.2)

(4.2.2)

透水比　８０％以下（水圧は２９４ｋＰａとし、１時間行う）

吸水比　９５％以下

品質・性能

防水材の種類は、建築用のモルタルに用いるセメント防水材とし、以下の仕様

7  防水剤

9  タイル (4.2.2)

曲げ及び圧縮強度比　７０％以上

安定性　収縮性、膨張性のひび割れ及びそりがないこと(JIS R 5201の規定9)

凝結時間　始発：１時間以上、終結：１０時間以内(JIS R 5201の規定8)

混合割合　セメント重量の５％以下

を満足した製造所の製品とする。

タイルの形状、寸法等

※張替えに使用するタイルについては、既設のタイルと同等以上の性能を有するもの

　を選定する

形状寸法主な用途

による区分 (㎜)

再生材の

適用 Ｇ

耐滑

り性

耐凍害性色役物うわぐすり吸水率による区分

Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類 施ゆう 無ゆう あり なし 標準 特注 あり なし

・・・ ・・・・・・・・・・

・・・ ・・・・・・・・・・

・・・・ ・ ・・・・・・・・・・

(4.2.2)

(4.2.2)

標準的な曲がりの役物は一体成形とする

見本焼き　・行う

試験張り　・行う

・外壁

・外壁

・二丁掛

・ボーダー

※寸法、色、質感については原則として既設と同じ製品、若しくは既設に合わせたタ

　イルを選定するものとする

鉄筋等の防錆処理　・行う

・ブリッジ工法（既設がブリッジ工法の部分のみ対象）

可児市下恵土地区センター外部改修工事

　下請け業者の選定に当たっては可児市入札参加資格停止の処置がなされて

３）実施に当たっては、「可児市工事におけるワンデーレスポンス実施要領」

　　に基づき実施する



設　計承　認

scale　　　　　　　　

工 事 設 計 図工事名

図面名

NO.設計年月日

１級 建 築 士 　 三  宅  晶  信 　 第 68278号

TEL 0574 (62) 1881

FAX 0574 (62) 5432

備   考

株 式 会 社

2020-01

章 項目 特記事項 章 項目 特記事項 章 項目 特記事項 章 項目 特記事項

塗装面
工　程

4 塗装 (7.4.2～7.15.2)(表7.4.1～7.15.1)

つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ｺﾝｸﾘｰﾄ面､ﾓﾙﾀﾙ面､ﾌﾟﾗｽﾀｰ面､せっこう

ﾎﾞｰﾄﾞ面､その他ﾎﾞｰﾄﾞ面)の塗替えの場合のしみ止め

　※改修標準仕様書7．9．1の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする　・　

合成樹脂エマルションペイント塗りの塗替えの場合のしみ止め

　※改修標準仕様書7．10．1の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする　・　

・高日射反射塗料塗り Ｇ

  下地調整（改修標準仕様書表7.2.2）　・ＲＡ種　・ＲＢ種　・ＲＣ種 

工程
塗料その他

・合成樹脂調合ペイント塗り

新　規塗替え

※Ａ種 ・ 

※Ｂ種 ・ 

※Ｂ種 ・ 鉄鋼面

木部（内部）

木部（外部）

（SOP)

種類　※１種

　　　・　

・クリアラッカー塗り

（CL)

・フタル酸樹脂エナメル塗り

（FE)

（NAD)

・耐候性塗料塗り

（DP)

・つや有り合成樹脂

　エマルションペイント塗り

（EP-G)

（EP)

・合成樹脂エマルション

　模様塗料塗り

（EP-T)

・ウレタン樹脂ワニス塗り

（UC)

・ラッカーエナメル塗り

・オイルステイン塗り

・木材保護塗料塗り

（WP）

木部

木部

木部

木部等

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面、

ﾓﾙﾀﾙ面、ﾌﾟﾗｽﾀｰ面、

屋内ｺﾝｸﾘｰﾄ面、

・合成樹脂エマルションペイント塗り

コンクリート面

屋内木部

コンクリート面

　　・２級

　　・３級

　　・１級

　上塗り

亜鉛めっき鋼面

　　・３級

　　・２級

　　・１級

　上塗り

鉄鋼面

・アクリル樹脂系水分散系塗料塗り

モルタル面

亜鉛めっき鋼面

鉄鋼面

屋内木部

木部

鋼製建具

亜鉛めっき鋼面

※Ｂ種 ・ 

※Ｂ種 ・ 

・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ａ種 ※Ｂ種

・Ａ種 ・Ｂ種

※Ａ種 ・  

※Ｂ種 ・ 

※Ｂ種 ・ 

※Ｂ種 ・ 

（表7.6.1）

（表7.6.2）

（表7.6.2）

・Ｂ種

・Ａ種

屋内のコンクリート面

・Ｂ種

・Ｃ種

※Ａ種

※Ａ種・Ａ種

・Ｂ種

・Ｃ種

・Ａ－１種　・Ａ－２種

・Ｂ－１種　・Ｂ－２種

・Ｃ－１種　・Ｃ－２種

※Ｂ種 ・　

押出成形セメント板面 ・Ａ－１種　・Ａ－２種

・Ｂ－１種　・Ｂ－２種

・Ｃ－１種　・Ｃ－２種

※Ｂ種 ・ ※Ａ種 ・ 

※Ｂ種 ・ 

※Ｂ種 ・ 

・Ａ種

※Ｂ種

・Ｃ種

・Ａ種 ※Ｂ種

・Ａ種 ※Ｂ種

・Ａ種 ※Ｂ種・Ａ種 ※Ｂ種

・Ａ種 ※Ｂ種

・Ａ種 ※Ｂ種

塗料塗り

規格番号

２種

塗料製造所の仕様による・１級

・２級

・３級

塗付け量

（kg/㎡)等級種類規格名称

JISK5675

耐侯性

屋根用塗料

（OS)

（LE）

・Ａ種 ※Ｂ種

屋内亜鉛めっき鋼面 ・Ａ種 ※Ｂ種※Ｂ種 ・ 
屋内鉄鋼面 ・Ａ種 ※Ｂ種※Ｂ種 ・ 

塗装の種類

    の除去

７

塗

装

改

修

工

事

13

事

工

他

の

そ

1　県産材の利用

2  週休2日制モ

   デル工事の

「公共施設県産材利用推進方針」(岐阜県)に基づいて県産材利用促進に取り組む。

　本工事は、週休2日制モデルの試行工事です。詳細は「岐阜県公共建築課発注の

週休2日制モデル工事試行要領」を参照してください。

※ 用語の読み替 「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替える。

「改正工業標準化法（平成16年6月9日公布　法律第95号）」、「工業標準化法の

　一部を改正する法律（平成16年6月9日公布　法律95号）」、「改正工業標準化法

（平成16年6月）をそれぞれ「産業標準化法」に読み替える。

適用日を令和元年7月1日とする。

   え

   試行

3  錆止め塗料

   塗り

錆止め塗料塗りの種別 (7.3.2～3)(表7.3.1～4)

※Ａ種

※Ｂ種

※Ｃ種

※Ａ種

※Ｂ種

※Ｃ種

※Ａ種

※Ｃ種

※Ａ種

※Ｃ種※Ａ種

※Ａ種

※Ａ種

※Ｂ種

※Ａ種 ・ 

※Ａ種 ・ 

※Ｃ種

※Ｃ種新規

塗替え

新規

塗替え

新規：見え隠れ部分

新規：見え掛り部分

塗替え

新規：見え隠れ部分

新規：見え掛り部分

塗替え屋内(EP-G以外)

屋外

屋内(EP-G)

屋内(EP-G以外)

屋外

屋内(EP-G)

亜鉛

めっき

鋼面

鉄鋼面

塗　装　面 塗　料 工　程

1  材料 屋内に使用する塗料のホルムアルデヒド放散量

※規制対象外　・第三種

防火材料 ※屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。

・次の箇所を除き防火材料とする（箇所：　　　　　　　　　　）

(7.1.3)

2 下地調整 既存塗膜の除去範囲（塗替えでRB種の場合） (7.2.1)(表7.2.1～7)

※塗替え面積の30％　・図示

下地調整 (7.2.2～7)(表7.2.1～7)

下地面の種類

木部

鉄鋼面

亜鉛めっき鋼面

亜鉛めっき鋼面（鋼製建具）

ﾓﾙﾀﾙ面、ﾌﾟﾗｽﾀｰ面

ｺﾝｸﾘｰﾄ面(DP以外）、ALCﾊﾟﾈﾙ面

ｺﾝｸﾘｰﾄ面（DP）、押出成形ｾﾒﾝﾄ板面

石こうﾎﾞｰﾄﾞ面、その他ﾎﾞｰﾄﾞ面

※RB種 ・     

※RB種 ・　　

※RB種 ・　　

※RB種 ・　　

※RB種 ・　　

※RB種 ・　　

※RB種 ・　　

・RA種 ・RB種 

・RA種 ・RB種 

・RA種 

・RA種 

・RA種 ・RB種 

※RA種       

※RA種       

※RC種       

新　規

下地調整の種別

塗替え

※既存塗膜の状態を確認し監督員と協議すること

・行う

・行う

・行う

の補修

ひび割れ部

７

塗

装

改

修

工

事

4-3

外

壁

改

修

（

モ

ル

タ

ル

塗

り

仕

上

（

修

改

壁

外

げ

改修工法の種類

仕上げ厚又は全塗り厚が25mmを超える場合の処置　※図示

既製目地材　・使用する（形状：　　　　　　　　）

・モルタル塗替え工法

2  欠損部改修

   工法

3  浮き部改修

・シール工法

・パテ状エポキシ樹脂

・可とう性エポキシ樹脂

・充填工法

・エポキシ樹脂モルタル

・ポリマーセメントモルタル

・行う　範囲　※図示　・　　　

　　　　撤去後の処置　下記　・「充填工法」・「ﾓﾙﾀﾙ塗替え工法」を行う

※行わない

既存モルタルの撤去

　 工法

(4.2.2)(4.4.7)

(4.2.2)(4.4.3)(4.4.8)

(4.4.4)

(4.2.2)(4.4.9)

（4.2.2）(4.4.10～15)

（狭幅部のアンカーピン及び注入口は幅中央に各々５本／ｍとする。）

・充填工法

・ﾓﾙﾀﾙ塗替え工法

・注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ

　全面ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰ

　注入工法

・注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ

　全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

※注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ

　部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

　注入工法

　ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰ

・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面

　ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面

　ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

アンカーピンニング改修工法

※引張試験を1箇所／100㎡かつ4面行うこと

　引張強度は１．２Ｎ／m㎡以上とする。

アンカーピン

※ステンレス鋼（SUS304）呼び径４mmの丸棒で全ネジ切り加工したもの

・　

注入口付アンカーピン

※ステンレス鋼（SUS304）呼び径外径６mm

・　

・充填工法

・エポキシ樹脂モルタル

・ポリマーセメントモルタル

・モルタル塗替え工法

既製目地材　・使用する（形状：　　　　　　　　）

仕上げ厚又は全塗り厚が25mmを超える場合の処置　※図示

4-4
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壁

改

修

修
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改

壁

外
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上

仕

り

張

ル

イ
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タ

　 改修

1 ひび割れ部 既存タイルの撤去

※行わない

・行う　範囲　※図示　　切り込み深さ（　　　　　　　　　）面まで

撤去後の処置

・「4-2の1　ひび割れ部改修工法」の後、「4-2の2 欠損部改修」を行う

・「4-3の1　ひび割れ部改修工法」の後、「4-3の2 欠損部改修」を行う

・樹脂注入工法 (4.2.2)(4.5.5～6)

エポキシ樹脂 ※低粘度形（0.5mm未満）　※中粘度形（0.5mm以上）

コア抜き取り検査

・行う（抜取り部の補修方法：　　      　　　　）

・Ｕカットシール材充填工法

・シーリング材

充填材料　※１成分形又は２成分形ポリウレタン系　・　

ポリマーセメントモルタルの充填　・行う　・行わない

・可とう性エポキシ樹脂

種　　　類 ひび割れ幅(mm) 注入口間隔(mm) 注入量(ml/m)

・130

※ 40　・　　

※ 70　・　　

※130　・　　150～250

100～200

 50～100

200～3000.2以上～1.0未満

0.2以上～0.3未満

0.3以上～0.5未満

0.5以上～1.0未満

※自動式低圧エポキシ樹脂注入工法

・手動式エポキシ樹脂注入工法

・機械式エポキシ樹脂注入工法

(4.1.4)(4.2.2)(4.5.3)(4.5.7～8）2  欠損部改修 ・タイル部分張替え工法

接着剤の種類

※ポリマーセメントモルタル

・JIS　A　5557による一液反応硬化形変性シリコーン樹脂系

・JIS　A　5557による一液反応硬化形ポリウレタン樹脂系

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

伸縮目地及びひび割れ誘発目地

位置　※改修標準仕様書表4.5.1による　

・タイル張替え工法

接着剤の種類

・JIS　A　5557による一液反応硬化形ポリウレタン樹脂系

・JIS　A　5557による一液反応硬化形変性シリコーン樹脂系

※ポリマーセメントモルタル

タイル張り下地等の下地モルタルの接着力試験　　・行う　・行わない

・セメントモルタルによる陶磁器質タイル張り

タイル張りの工法

外装タイル　・密着張り　・改良圧着張り　・改良積上げ張り

外装ユニットタイル　・マスク張り　・モザイクタイル張り

伸縮調整目地その他目地　　　　　　※変成シリコーン系

打ち継ぎ目地、ひび割れ誘発目地　※ポリウレタン系　

シーリング材の種類

・有機系接着剤による陶磁器質タイル張り

3  浮き部改修 既存タイルの撤去

※行わない

・行う　範囲　※図示　　切り込み深さ（　　　　　　　　　）面まで。

撤去後の処置

下記　・「ﾀｲﾙ部分張替え工法」・「ﾀｲﾙ張替え工法」を行う

・「9　ひび割れ部改修工法」・「11　ひび割れ部改修工法」の後、

　 工法

4-4

外

壁

改

修

修

（

改

壁

外

げ

上

仕

り

張

ル

イ

（

タ

（狭幅部のアンカーピン及び注入口は幅中央に各々５本／ｍとする。）

・　

・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分

・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ

　部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

　全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ

・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ

　全面ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰ

　注入工法

※注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ

　部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

・注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ

　全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

・注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ

　全面ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰ

　注入工法

・注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ

　ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入ﾀｲﾙ

　固定工法

・ﾀｲﾙ部分張替え工法

・ﾀｲﾙ張替え工法

改修工法の種類

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝの本数

（本/m2）

注入口の箇所数

（箇所/m2）
充填量

（ml/箇所）（ml/箇所）

注入量

※25

・　

・　・　

※12

・　

※20

・　・　

・　 ・　

指定部一般部 一般部 指定部

※50

・　

※20

・　

※12

・　

※20

・　・　

・　

※16

・　

※25

・　

※25※25※16 ※16

・　 ・　・　

※9

・　・　

※9 ※16

・　・　・　 ・　

※16※9 ※50

・　

※25

・　

※16

・　

※9

・　

※16

※9

※20
注入量

（ml/箇所）

充填量

指定部
（ml/箇所）

（箇所/m2）

注入口の箇所数ｱﾝｶｰﾋﾟﾝの本数

（本/m2）

一般部 指定部 一般部

※16 ※25

・　・　

※25

・　

※25

・　

※20

・　

※12

・　

※20

・　

※13

・　

※13

・　

※20

・　

※12

・　

※20

・　

※50

・　

※25

・　

※16

・　

※16

・　

※9 ※16

・　・　

※9

・　

※16

・　

※25

・　

※50

・　

※16

・　

※9

・　

※16

・　

※9

・　

アンカーピンニング改修工法

※引張試験を1箇所／100㎡かつ4面行うこと

　引張強度は１．２Ｎ／ｍ㎡以上とする

アンカーピン

※ステンレス鋼（SUS304）呼び径４mmの丸棒で全ネジ切り加工したもの

・　

注入口付アンカーピン

※ステンレス鋼（SUS304）呼び径６mm　・　

・タイル部分張替え工法

位置　※改修標準仕様書表4.5.1による　

伸縮目地及びひび割れ誘発目地

・JIS　A　5557による一液反応硬化形ポリウレタン樹脂系

・JIS　A　5557による一液反応硬化形変性シリコーン樹脂系

※ポリマーセメントモルタル

接着剤の種類

・タイル張替え工法

・JIS　A　5557による一液反応硬化形変性シリコーン樹脂系

・JIS　A　5557による一液反応硬化形ポリウレタン樹脂系

※ポリマーセメントモルタル

接着剤の種類

・セメントモルタルによる陶磁器質タイル張り

タイル張りの工法

外装タイル　・密着張り　・改良圧着張り　・改良積上げ張り

外装ユニットタイル　・マスク張り　・モザイクタイル張り

・有機系接着剤による陶磁器質タイル張り

シーリング材の種類

打ち継ぎ目地、ひび割れ誘発目地　※ポリウレタン系　

伸縮調整目地その他目地　　　　　　※変成シリコーン系

4  目地改修 ・目地ひび割れ部改修工法

既成調合モルタル　・使用する

・伸縮調整目地改修工法

伸縮調整目地　位置　※図示　・  

              寸法　幅（　　　）mm　深さ（　　　）mm

(4.1.4)(4.2.2)(4.5.16)

(4.1.4)(4.2.2)(4.5.16)

(4.2.2)

(4.2.2)

(4.4.10～15)

（4.2.2）(4.5.9～15)

(4.1.4)(4.5.4)

(4.2.2)

(4.2.2)

(4.2.2)(4.4.8)

(4.2.2)(4.4.9)

(4.5.2)

(4.2.2)

(4.3.4)

（4.2.2）(4.5.6)

(4.2.2)（4.5.7～8)

タイル張り下地等の下地モルタルの接着力試験　　・行う　・行わない

4-5

外

壁

改

修

（

修

改

壁

外

げ

上

仕

り

塗

（

工程ごとの所要量の確認　※改修標準仕様書表4.6.1による1　所要量の確認

（4.6.2）（表4．6．1)

(4.6.3)(表4.6.1)(表4.6.2)2　既存塗膜等の

 　除去及び

　 下地処理

下地調整

・ポリマーセメントモルタル

・防水形仕上げ塗材主材

・サンダー工法

・高圧水洗工法(30～70MPa)

・塗膜はく離剤工法

・水洗い工法(15MPa程度)

　（デッキブラシ併用）

・その他（　　　　　　　） ※既存仕上面全体　・図示

※既存仕上面全体　・図示

※既存仕上面全体　・図示

※既存仕上面全体　・図示

※既存仕上面全体　・図示 4－1～4－2による

下地面の補修処理範囲工　　法

(4.6.3)

既存仕上塗材にアスベスト含有が確認されたものは、９．環境配慮改修工事の

（9.1.3）アスベスト含有吹付け材の除去に従って除去を行う。

2-2 既存仕上塗

    材（アスベ

    スト含有）

・可とう形改修塗材Ｅ

・

　 仕上げ

3  仕上塗材 建物内部に使用するユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾシノール

樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤（以下「ユリア樹脂等」という。）を用いた

塗料のホルムアルデヒド放散量

※規制対象外

種　類

新規仕上塗材の種類

呼　　び　　名
防火

材料
仕上げの形状

(※１色 ・２色)

・薄付け

　仕上塗材

・厚付け

　仕上塗材

・複層

　仕上塗材

・可とう形

　改修用

　仕上塗材

・外装薄塗材Ｓｉ

・可とう形外装薄塗材Ｓｉ

・外装薄塗材Ｅ

・可とう形外装薄塗材Ｅ

・防水形外装薄塗材Ｅ

・外装厚塗材Ｃ

・外装厚塗材Ｓｉ

・複層塗材ＣＥ

・外装厚塗材Ｅ

・可とう形複層塗材ＣＥ

・複層塗材Ｓｉ

・複層塗材Ｅ

・複層塗材ＲＥ

・防水形複層塗材ＣＥ

・防水形複層塗材ＲＥ

・防水形複層塗材Ｅ

・可とう形改修塗材ＣＥ

・可とう形改修塗材ＲＥ

・外装薄塗材Ｓ

・防水形複層塗材ＲＳ

・砂壁状

・ゆず肌状（・吹付け ・ローラー）

・さざ波状　・平たん状

・凹凸状（・吹付け ・ローラー）

・砂壁状じゅらく ・京壁状じゅらく

・着色骨材砂壁状（・吹付け ・こて塗）

・吹放し ・凸部処理 ・平たん状

・凹凸状 ・ひき起こし ・かき落とし

・ゆず肌状 ・凸部処理 ・凹凸模様

（・吹付け　・ローラー）

　耐候性　※耐候性３種 ・  

　溶　媒　※水系・溶剤系・弱溶剤系

　樹　脂　※アクリル系

　外　観　※つや有り

    　    ・つや無し・メタリック

防水形増塗材　・適用する

・平たん状 ・ゆず肌場 ・さざ波状

　耐候性　※耐候型３種

　上塗材

　上塗材

　上塗材　・適用する

　　溶媒　※水系・溶剤系・弱溶剤系

　　樹脂　※アクリル系

　　　　　・メタリック

　　外観　※つやあり　・つやなし

(4.1.5)(4.2.2)(4.6.5)(表4.2.4)

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

   塗材塗り

4　マスチック 種別　・A種　　・B種 (4.6.6)

A2 : －
A3 : －A-103 特記仕様書（３）

※25※13

※13

※16 ※25

※下地調整塗材（ Ｃ－２ ）

鉄筋等の防錆処理　・行う

3 施工数量調査

外壁面（外部足場設置面）の目視・計測・打診調査を実施し、図面№A-313と

照合を行い、補修箇所の図面化・施工数量集計表を事前調査報告書にまとめ報告

すること。報告後、監督員と協議を行い補修箇所及び補修方法を確定後に施工

・施工前に外部足場設置後、図面№A-104及びA-105内「改修特記事項」に基づき、

可児市土田地区センター外部改修工事

・外壁補修完成後には、施工実績報告書（図面・数量集計表）を提出し、外部足場

撤去前に監督員の完成検査を受けること。

すること。なお、調査の結果補修箇所数量が設計数量より増減する場合は、

変更対象とする。



　養　生

設　計承　認
工 事 設 計 図工事名

図面名

NO.設計年月日

１ 級建 築 士 　 三  宅  晶  信 　 第 68278号

TEL 0574 (62) 1881

FAX 0574 (62) 5432

備   考

株 式 会 社

2020-01

改修特記事項

改修工法フロー図－１（コンクリート打放し面・モルタル面）

１　仮設足場設置後、改修フローチャートに則り、施工対象箇所を現地調査すること。

２　調査の際、外壁診断技術をもつ者が必ず立ち会い、補修範囲をマーキングすること。

３　マーキングは色分け等を行い、タイル面・下地モルタル浮き、クラック補修範囲を明示すること。

４　マーキングにて補修範囲を示した後、監督員による現場確認を行い、補修工事範囲の決定をする。

モルタル浮き部分の確認

劣化状態・面積・浮き代

下地状態

穿孔位置のマーキング

（一般部分：16本/㎡当り）

また、狭幅部（幅200㎜以下）

には、幅中央に5本/mとする

穿 孔

　深さまで）

穿孔内の清掃

（ブラシ等で清掃後、圧搾空気

　による切粉等の除去）

注入用材の計量・練混ぜ

（主材と硬化剤を規定量

　正確に計測し、均一に

　なるまで十分練り混ぜる

　計量は可使用時間内に使い

　切る量とする）

アンカーピンの挿入

（アンカーピンの長さは、

　モルタルの厚みに+20㎜以上）

手動式注入器により

エポキシ樹脂の注入

（特記なき場合：１穴当り

　25cc　高粘度形）

エポキシ樹脂パテ等にて

孔を埋め表面を平に仕上げる

モルタル浮き部分の確認

劣化状態・面積・浮き代

下地状態

脆弱部分と健全部分を切り離し

脆弱部分の除去

除去部の清掃

ステンレスアンカーピン打込み

ステンレスラス張り等の剥落防止

（総塗り厚が２５mm以上になる場合）

プライマーの塗布

モルタルの計量・練混ぜ

（機械練りを原則とし、練混ぜ量は

　可使用時間内に使いきれる

量とする）

モルタル塗り

　養　生

清掃後、自主確認（充填

状況を目視や指触により確認）

鉄筋の錆汁流出部や

ハガレ部の確認

（劣化状態の確認）

鉄筋の錆汁流出部はつり

並びにハガレ部分の撤去

除去部の清掃

防錆処理

（エポキシ系防錆材塗布）

プライマーの塗布

充填材の計量・練混ぜ

（主材と硬化剤を規定量

　正確に計測し、均一に

　なるまで十分練り混ぜる）

エポキシ樹脂モルタル充填

　養　生

ひび割れ部分の確認

劣化状態・ひび割れの状態

ひび割れ部分の清掃

注入孔位置のマーキング

台座の接着

仮止めシール

（ひび割れ幅を中心に

　幅30㎜、厚さ2㎜程度

　シールする）

シール材などの養生

（仮止めシール材などが

　硬化するまで養生）

注入用エポキシ樹脂の

計量・練混ぜ

（主材と硬化剤を規定量

　正確に計測し、均一に

　なるまで十分練り混ぜる

　計量は可使用時間内に使い

　切る量とする）

エポキシ樹脂注入

ひび割れ部分の確認

劣化状態・ひび割れの状態

ひび割れ部分の清掃

シール材の計量・練混ぜ

（規定量正確に計測し、

　均一になるまで練り混ぜる）

シール材の塗布

（ヘラ等で幅10㎜

　厚み2㎜程度塗布し

　表面を平滑に仕上げる）

　養　生

(注3)

エポキシ樹脂注入工法

ピンニング部分

注入口付アンカー

モルタル充填工法

エポキシ樹脂

良好部分

浮き部 欠損部等ひび割れ

ひび割れ幅・位置の確認

躯体までの貫通ひび割れ有無の確認

改修工法の選定

(注1)(注2)

幅0.2㎜以上

シール工法
エポキシ樹脂注入工法

自動式低圧

幅0.2㎜未満

劣化現象調査

補修範囲の確認

(注1)：モルタルが浮いている部分のひび割れ部にも施工

(注2)：モルタルが浮いていないひび割れ部に施工

　     または、モルタルが浮いている部分のひび割れで、躯体まで貫通しているひび割れについても施工する

　     但し、モルタルのひび割れと、躯体のひび割れがずれている場合は、躯体のひび割れに沿ってモルタルをハツリ、

　     コンクリート面に注入施工を行うこと

(注3)：通常レベルの打撃力によって剥落する恐れのあるモルタルの浮きは、監督職員と協議のうえモルタル塗替え工法

　　　 又は充填工法とする

※特記ある部分の下地処理は、監督職員の承諾を得て行い、処理後に確認を受けること

※劣化膜を撤去し、活膜は残す

下地処理調整材　吹付もしくはこて塗（材料・工法は監督職員の承諾を得ること）

下地調整材の種別：セメント系下地調整塗材（Ｃ－２）

コンクリート打放し面及び、モルタル仕上面、上裏面

トップコート：水系アクリル樹脂塗料　艶有

オール水性　工法：凹凸模様

特記なき事項は、公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成31年版による

モルタル浮き部

注入口付アンカーピンニング

部分エポキシ樹脂注入工法

モルタル浮き部

（剥落の恐れのある0.25㎡以上の浮き）

エポキシ樹脂モルタル充填工法モルタル塗替え工法

欠損部等

（鉄筋爆裂部・鉄筋露出部共）

ひび割れ部

自動式低圧

エポキシ樹脂注入工法

ひび割れ部

シール工法

A2 : －
scale　　　　　　　　

A3 : －

コ ン ク リ ー ト 打 放 し 部 ・ モ ル タ ル 塗 り 部 　 改 修 フ ロ ー

A-104 コンクリート打放し部・モルタル部改修フロー図

既存塗膜等の除去及び下地処理　外壁一般部・巾木：高圧水洗工法（30MPa程度)

庇天端面(笠木･立上り面共)：水洗い工法（15MPa程度・デッキブラシ併用）

清掃後、全数テストハンマーの打診

により確認後、結果を監督員に提出

（コンクリート中に30ｍｍ程度の

 ※樹脂注入材については

 　サンプリングし硬化不良

 　の無い事を確認する

清掃後、充填材の仕上がり状態及び

硬化状態を目視及び指触により確認

し、結果を監督員に提出。

　硬　化　養　生
（注入器具は外さないこと）

仕上（仮止めシール材及び注入器具

除去）

（硬化するまでは、降雨等から汚損等

ないようにすること）

清掃後、自主確認（充填

　状況を目視や指触により確認）

５　設計図と補修範囲が大きく相違する場合、監督員と協議を行うこと。

可児市土田地区センター外部改修工事

 ※樹脂注入材については

 　サンプリングし硬化不良

 　の無い事を確認する

清掃後、仕上り状態を目視及び指触

により確認し、結果を監督員に提出

：　複層塗材Ｅ　吹付
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株 式 会 社

備  考

FAX 0574 (62) 5432

TEL 0574 (62) 1881

１級 建 築 士 　 三  宅  晶  信 　 第 68278号

設計年月日 NO.

図面名

工事名 工 事 設 計 図

scale　　　　　　　　

承　認 設　計

改修特記事項

改修工法フロー図－２（外壁タイル張り面）

１　仮設足場設置後、改修フローチャートに則り、施工対象箇所を現地調査すること。

２　調査の際、外壁診断技術をもつ者が必ず立ち会い、補修範囲をマーキングすること。

３　マーキングは色分け等を行い、タイル面・下地モルタル浮き、クラック補修範囲を明示すること。

４　マーキングにて補修範囲を示した後、監督員による現場確認を行い、補修工事範囲の決定をする。

特記なき事項は、公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成31年版による

A2 : －
A3 : －

浮きの確認

注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法

ひび割れ部分の確認

劣化状態・ひび割れの状態

ひび割れ部分の清掃

注入孔位置のマーキング

台座の接着

仮止めシール

（ひび割れ幅を中心に

　幅30㎜、厚さ2㎜程度

　シールする）

シール材などの養生

（仮止めシール材などが

　硬化するまで養生）

注入用エポキシ樹脂の

計量・練混ぜ

（主材と硬化剤を規定量

　正確に計測し、均一に

　なるまで十分練り混ぜる

　計量は可使用時間内に使い

　切る量とする）

エポキシ樹脂注入

自動式低圧

エポキシ樹脂注入工法

鉄筋の錆汁流出部や

ハガレ部の確認

（劣化状態の確認）

鉄筋の錆汁流出部はつり

並びにハガレ部分の撤去

除去部の清掃

防錆処理

（エポキシ系防錆材塗布）

プライマーの塗布

充填材の計量・練混ぜ

（主材と硬化剤を規定量

　正確に計測し、均一に

　なるまで十分練り混ぜる）

エポキシ樹脂モルタル充填

　養　生

エポキシ樹脂モルタル充填工法

欠損部等

（鉄筋爆裂部・鉄筋露出部共）

躯体コンクリートひび割れ部
タ イ ル 張 部 　 改 修 フ ロ ー

下地の浮きの場合

タイル面の浮き 良好部分

タイル浮き補修

タイル面

のクラック部分

エポキシ樹脂

低圧注入工法

クラック部分周囲のタイル

・下地モルタル撤去
注入口付アンカーピンニング

全面エポキシ樹脂注入工法

外壁の状況調査

タイル陶片浮きの場合

タイル陶片浮き部のタイル
・張付けモルタル撤去

新設タイルによる復旧

A-105 タイル張り部改修フロー図

による復旧
下地モルタル・新設タイル

タイル面洗浄：高圧水洗工法（30MPa程度)

全面エポキシ樹脂注入工法

注入口付アンカーピンニング

ピンニング用穿孔

アンカーピン本数と配置の決定(タイル目地)

残存浮き部へのエポキシ樹脂注入

孔内の清掃

残存浮き注入用穿孔

表面をエポキシ樹脂パテで仕上

アンカーピンの挿入

エポキシ樹脂の注入

孔内の清掃

養　生

注入材料硬化後、アンカーピン固定部、

注入部及びその周辺500ｍｍ程度にわたり

打診により確認し、結果を監督員に提出

硬　化　養　生

（注入器具は外さないこと）

仕上（仮止めシール材及び注入器具

除去）

清掃後、充填材の仕上り状態及び

硬化状態を目視及び指触により確認

し、結果を監督員に提出。

５　設計図と補修範囲が大きく相違する場合、監督員と協議を行うこと。

可児市土田地区センター外部改修工事

清掃後、仕上り状態を目視及び

指触により確認し、結果を監督員に

提出。

 　サンプリングし硬化不良

 　の無い事を確認する

 ※樹脂注入材については

タイル陶片浮き補修

浮き部確認

部分張替工法

既存タイル及び下地モルタル除去

下地面水湿し又は吸水調整材の塗布

セメントモルタル調合・練り混ぜ

とすること。）

タイル貼付け及び目地詰め

（目地詰めはタイル張り完了後、

24時間養生後に塗り込むこと。）

　養　生

清掃後、接着状態等を目視や指触等

により確認し、結果を監督員に提出。

（混ぜる量は、1回の張付け面積分
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NO.設計年月日

１ 級 建 築 士 　 三  宅  晶  信 　 第 68278号

TEL 0574 (62) 1881

FAX 0574 (62) 5432

備   考

株 式 会 社

2020-01

付近見取図

配　置　図　　S=1/300

A2 : 1/300
A3 : 1/450

建 物 概 要

地区・地域

所 在 地

敷 地 面 積

建 築 面 積

延 床 面 積

土 田 地 区 セ ン タ ー

2,577.11 ㎡

（ 公民館：1,273.53 ㎡ ・プロパン庫：6.00 ㎡ ）

1,587.43 ㎡ （ 公民館：1,581.43 ㎡ ・プロパン庫：6.00 ㎡ ）

1,279.53 ㎡

A-301

Ｎ

第一種住居地域　　防火指定なし

Ｎ
木曽川

国道21号

土田小学校

至 美濃加茂

至 犬山

市道

8,100

8
,
0
0
0

道
路
境
界
線

隣地境界線

隣
地

境
界

線

道路境界線

工 事 場 所

可児市土田地区センター外部改修工事

配置図・付近見取図

一般県道菅刈今渡線

■ 特記事項

1. 工事着工に先立ち現状敷地、建物、周辺状況、及び監督員の指示する事項について現地調査を

行ない、その結果を十分反映した工事計画、仮設計画を立案し、工事着手前に発注者の承諾を

受けるものとする。

2. 工事期間中の危険防止対策、騒音、振動、工事車両による交通障害対策等などの、工事の進捗

によって発生が予想される障害等に対しては、事前に支障のない工事計画を立て、万全の対策

講じたうえで工事を行なうものとする。

3. 施設利用者、及び近隣・周辺環境等には十分配慮をし、足場掛払い時や資材の搬入搬出等の

必要と認められる場合に、工事車両の通行の際に交通誘導員を配置する。

4. 工事ヤード部分とその他の部分とは、安全対策として仮囲いにて確実に区画を行なうものとす

る。

工事期間中、既存の施設に破損、汚損を生じさせた場合は、工事受注者の責任において、復旧

を行なうものとする。

工事受注者は工事期間中において、工事進捗に合わせた必要な仮設対策等について、監督員よ

5.

6.

くさび緊結式足場　建地幅：900ｍｍ　2,129㎡

り指示のある場合はそれに従うものとする。

工 事 ヤ ー ド

昇降足場　建地幅：900ｍｍ　Ｈ＝11.7ｍ

キャスターゲート　6ｍ

仮囲い　成形鋼板　Ｈ＝2ｍ　Ｗ＝38.5ｍ

昇降足場　建地幅：900ｍｍ　Ｈ＝11.7ｍ

シート張り　H=2.0m　W=13ｍ
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体育室ステージ

控室 ２

控室 １
器具庫 １ 器具庫 ２

ポンプ
室

男子便所

女子便所 身障者
便所

男子 女子
便所 便所

湯沸室

会議室 ２

廊下

連絡所用倉庫

風除室 ポーチ

展示コーナー

ホール １

コミュニティ広場

連絡所事務室
研修室 ２研修室 １

床

押
入

会議室 １

屋外階段

A-302 A2 : 1/200
A3 : 1/300
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可児市土田地区センター外部改修工事

１階平面図
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1

1

AA

52,000
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2 5 5a 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10

体育室 上部吹抜
ステージ上部

吹抜

ホール上部
吹抜

倉庫

機械室
会議室 ３料理実習室

視聴覚室図書室

廊下ホール ２

（小屋裏）

男子 女子
便所 便所

湯沸室

A-303

1
,
6
0
0

庇

屋根(６)

屋外階段

庇

A2 : 1/200
A3 : 1/300

屋根(３)

屋根(５)

屋根(６)

屋根(７)

屋根(７)

屋根(８)

屋根(７)

Ｎ

可児市土田地区センター外部改修工事

２階平面図
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A-304 scale　　　　　　　　
A3 : 1/300

屋根(３)

屋根(２)

屋根(１)

屋根(４)

トップライト

屋根(２)

A2 : 1/200

Ｎ

可児市土田地区センター外部改修工事

屋根伏図
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TEL 0574 (62) 1881

FAX 0574 (62) 5432

株 式 会 社

2020-01
A2 : 1/200
A3 : 1/300

タイル張り コンクリート打ち放し モルタル塗り

既

設

既

設

既

設

既

設

設

モルタル下地

外壁タイル面不良部補修改修
既設タイル面全面クリーニング

モルタル刷毛引き
複層塗材Ｅ

複層塗材Ｅ

コンクリート打放し面不良部補修改修

コンクリート打放し
複層塗材Ｅ

複層塗材Ｅ

モルタル金こて

モルタル刷毛引き面不良部補修改修

モルタル金こて面不良部補修改修
樹脂モルタル薄塗り

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｚ

屋根：既設のまま 屋根：既設のまま

屋根：既設のまま

屋根：既設のまま屋根：既設のまま

改

修

改

修

改

修

改

修

改

シーリング改修（　　　　　）

磁器質ボーダータイル張り

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

ＤＤ

ＺＺ

Ｚ

Ｚ Ｂ

Ｄ

Ｄ

Ｃ

A-305

Ａ

Ｄ

（巾木）

Ｄ

（巾木）

※ＭＳ－２はノンブリード仕様

■ 注記事項
１.外壁補修改修内容はフロー図による
２.塗装改修下地処理は特記仕様書による
３.シーリング改修位置は代表的な部位を示す
　 ものとし、必要箇所にはすべて施工とする
４.軒樋・縦樋はすべて既設のままとする

　　塗装仕上なし：ＭＳ－２
　　塗装仕上あり：ＰＵ－２

建具・外部取合目地：ＭＳ－２

 外壁タイル部：ＰＳ－２
 外壁打放し・モルタル部：以下による

打継・伸縮目地

可児市土田地区センター外部改修工事

立面図

Ｅ

Ｅ Ｅ

Ｆ

Ｅ

既

設

既

設

焼付塗装（カラー）

下地処理のうえＤＰ塗り

既

設
防水モルタル金こて

防水モルタル金こて面不良部補修改修

修

改

修

改

修

アルミ幕板・飾り庇：

アルミ幕板・飾り庇：

小庇類：

小庇類：

塗膜防水（Ｘ－２）

Ｅ

Ｆ

5.欠損・爆裂面は適宜補修する。



不良部補修改修
外壁タイル面：

Ｂ

9
5
0
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1FL

2FL

4
0
0

3
,
8
0
0

3
,
8
0
0

RSL

SGL

200

屋根ケラバ部分取り合い

屋根：既設のまま

外壁タイル面：

腰壁：

不良部補修改修

アルミ飾り庇：
下地処理の上、ＤＰ塗替

アルミ飾り庇：
下地処理の上、ＤＰ塗替

405

205

100

9
4
0

1
,
8
4
5

1
,
8
4
5

2
0
0

2
0
0

屋根ケラバ部分取り合い

屋根：既設のまま

軒樋幕板：既設のまま

軒樋：既設のまま

軒樋幕板：既設のまま

軒樋：既設のまま

タイル出隅上端部補修（共通）

窓台等タイル天端全数補修対象（共通）

窓台等タイル天端全数補修対象（共通）

窓台等タイル天端全数補修対象（共通）

開口部廻り平面

開口部廻り平面

巾木：

（外部）

タイル出隅垂直部部補修（共通）

（内部）
タイル出隅垂直部部補修（共通）

（外部）

（内部）

下地処理の上、高圧水洗　複層塗材Ｅ塗替

下地調整の上、高圧水洗　樹脂モルタル薄塗り

巾木：

Ａ Ａ

Ａ Ａ

下地処理の上、高圧水洗　複層塗材Ｅ塗替

外壁・梁型：

外壁・梁型：

下地処理の上、高圧水洗　複層塗材Ｅ塗替 外壁：

下地処理の上、高圧水洗　複層塗材Ｅ塗替

屋根防水：既設のまま

アルミ笠木：既設のまま

アルミ笠木：既設のまま
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公民館

1,000 1,775

1
5
01
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0
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3
0
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～
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0
0

モルタル塗り面不良部補修改修 モルタル塗り面不良部補修改修

コンクリート打放し面不良部補修改修

コンクリート打放し面不良部補修改修

コンクリート打放し面不良部補修改修

コンクリート打放し面不良部補修改修

コンクリート打放し面不良部補修改修、

高圧水洗　塗膜防水
コンクリート打放し面不良部補修改修、
梁型天端：下地処理（旧塗膜除去）の上、

モルタル塗り面不良部補修改修

：シーリング打替部分を示す ：シーリング打替部分を示す

：カッター目地新設（Ｖ目地）Ｂ

　シーリング新設

：カッター目地新設（20×20）の上、Ａ

：シーリング打替部分を示す

Ａ

Ａ

Ｃ

Ｃ

Ｂ

Ａ － Ａ  断 面 詳 細 図 Ｂ － Ｂ  断 面 詳 細 図 Ｃ － Ｃ  断 面 詳 細 図

断面図 キープラン 断面図 キープラン 断面図 キープラン

外壁：

外壁タイル面：

ＨＩＩＩ

下地処理の上、ＤＰ塗替
外部鋼製建具

梁型天端：下地処理（旧塗膜除去）の上、

2FL

階段踊場

5
8
0

1
,
1
0
0

2
2
0

2
1
0

1
5
0

ポンプ室小庇

Ｈ

高圧水洗　塗膜防水

軒天：外壁に準ずる

下地処理（旧塗膜除去）の上、
庇天端・小口面：

モルタル塗り面不良部補修改修
高圧水洗　塗膜防水

700

ＳＤ－１２

屋根防水：既設のまま

RSL

タイル出隅・あげ裏面上端部補修（共通）

屋根：既設のまま 屋根：既設のまま
10

3.5

10

3.5

外壁タイル面：
不良部補修改修 不良部補修改修

A-306 A2 : 1/50
A3 : 1/75

外壁タイル面：
不良部補修改修

補修後、高圧水洗によるタイル面洗浄

補修後、高圧水洗によるタイル面洗浄

補修後、高圧水洗によるタイル面洗浄

補修後、高圧水洗によるタイル面洗浄

補修後、高圧水洗によるタイル面洗浄

下地処理の上、高圧水洗　複層塗材Ｅ塗替

下地処理の上、高圧水洗　樹脂モルタル薄塗り

可児市土田地区センター外部改修工事

改修断面詳細図－１



母屋天端
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母屋天端

ＲＣ天端
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2FL

1FL

3
,
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0

5
0
0

SGL

3
,
5
0
0

3
,
8
0
0

3
,
8
0
0

4
0
0

2FL

1FL

SGL

屋根：既設のまま

軒樋：既設のまま

軒樋幕板：既設のまま

アルミ笠木：既設のまま

3
5
0

軒天：既設のまま

（水切目地新設）

下地処理の上、ＤＰ塗替
外部鋼製建具

下地処理の上、高圧水洗　複層塗材Ｅ塗替
コンクリート打放し面不良部補修改修

1
,
0
0
0

下地処理の上、高圧水洗　複層塗材Ｅ塗替
コンクリート打放し面不良部補修改修

外壁：

腰壁：

2,000

1,000 1,000

Ｂ

外壁：
コンクリート打放し面不良部補修改修

下地処理の上、高圧水洗　複層塗材Ｅ塗替

下地調整の上、高圧水洗　樹脂モルタル薄塗り

巾木：
モルタル塗り面不良部補修改修

体育館南面 犬走リ：水洗い清掃

4
6
0

2
,
2
6
0

5
6
0

5
2
0

8
7
0

2
,
5
8
5

1
,
1
1
5

1
,
7
1
5

体育館

RSL
ＲＣ天端

RSL
ＲＣ天端

体育館

：シーリング打替部分を示す

：カッター目地新設（Ｖ目地）Ｂ

：シーリング打替部分を示す

：カッター目地新設（Ｖ目地）Ｂ

：シーリング打替部分を示す

ＦＦ
Ｄ

Ｄ

Ｆ － Ｆ  断 面 詳 細 図Ｅ － Ｅ  断 面 詳 細 図Ｄ － Ｄ  断 面 詳 細 図

断面図 キープラン断面図 キープラン断面図 キープラン

下地処理の上、高圧水洗　複層塗材Ｅ塗替
コンクリート打放し面不良部補修改修

花壇：

下地処理の上、高圧水洗　複層塗材Ｅ塗替

下地調整の上、高圧水洗　樹脂モルタル薄塗り

巾木：

コンクリート打放し面不良部補修改修
外壁：

下地処理の上、高圧水洗　複層塗材Ｅ塗替

外壁・梁型：
コンクリート打放し面不良部補修改修

屋根：既設のまま

外壁：

下地処理の上、高圧水洗　複層塗材Ｅ塗替母屋天端
(水上)RSL

母屋天端
(水下)RSL

母屋天端
(水上)RSL

(水下)RSL

母屋天端
(水上)RSL

(水下)RSL

ガラリ窓台：

下地処理（旧塗膜除去）の上、高圧水洗　塗膜防水

モルタル塗り面不良部補修改修

コンクリート打放し面不良部補修改修

モルタル塗り面不良部補修改修

2,000

1,000 1,000

1
0
0

下地処理の上、高圧水洗　複層塗材Ｅ塗替
コンクリート打放し面不良部補修改修

外壁：

下地処理の上、高圧水洗　複層塗材Ｅ塗替
コンクリート打放し面不良部補修改修

外壁：

Ｂ

（水切目地新設）

コンクリート打放し面不良部補修改修
外壁：

下地処理の上、高圧水洗　複層塗材Ｅ塗替

700300

屋根：既設のまま

軒樋：既設のまま

軒樋幕板：既設のまま

1,000

600

ＨＣ １

Ｅ

Ｅ

1,000 1,000 1,000 600

3
5
0
1
5
0

屋根防水：既設のまま

10

3.5

10

3.5

A2 : 1/50
A3 : 1/75A-307

可児市土田地区センター外部改修工事

改修断面詳細図－２



補修後、高圧水洗によるタイル面洗浄

花壇タイル面：

屋根防水：既設のまま

アルミ笠木：既設のまま

巾木：
モルタル塗り面不良部補修改修

下地調整の上、高圧水洗　樹脂モルタル薄塗り

下地処理の上、高圧水洗　複層塗材Ｅ塗替
コンクリート打放し面不良部補修改修

外壁：

Ｌ － Ｌ  断 面 詳 細 図

Ｇ － Ｇ  断 面 詳 細 図 Ｈ － Ｈ  断 面 詳 細 図 Ｉ － Ｉ  断 面 詳 細 図

Ｊ － Ｊ  断 面 詳 細 図 Ｋ － Ｋ  断 面 詳 細 図

屋根防水：既設のまま

アルミ笠木：既設のまま

不良部補修改修
花壇タイル面：

下地処理の上、高圧水洗　複層塗材Ｅ塗替
モルタル塗り面不良部補修改修

腰壁：

外壁タイル面：
不良部補修改修

軒樋幕板：既設のまま

軒樋：既設のまま

屋根：既設のまま

軒天：既設のまま

外壁タイル面：
不良部補修改修

屋根：既設のまま

外壁タイル面：

軒樋幕板：既設のまま

軒樋：既設のまま

下地処理の上、ＤＰ塗替
アルミ飾り庇：

屋根防水：既設のまま

窓台等タイル天端全数補修対象（共通）

外壁タイル面：

下地処理の上、高圧水洗　複層塗材Ｅ塗替
コンクリート打放し面不良部補修改修

外壁：

外壁タイル面：
不良部補修改修

窓台等タイル天端全数補修対象（共通）

不良部補修改修
外壁タイル面：

屋根：既設のまま

外壁タイル面：
不良部補修改修

コンクリート打放し面不良部補修改修
下地処理の上、高圧水洗　複層塗材Ｅ塗替

外壁：

屋根防水：既設のまま

窓台等タイル天端全数補修対象（共通）

：シーリング打替部分を示す 　シーリング新設

：カッター目地新設（20×20）の上、Ａ

：シーリング打替部分を示す

Ａ Ａ

コンクリート打放し面不良部補修改修、
梁型天端：下地処理（旧塗膜除去）の上、

高圧水洗　塗膜防水

外壁・梁型：

外壁・梁型：

屋根防水：既設のまま

コンクリート打放し面不良部補修改修
下地処理の上、高圧水洗　複層塗材Ｅ塗替

コンクリート打放し面不良部補修改修
下地処理の上、高圧水洗　複層塗材Ｅ塗替

アルミ笠木：既設のまま

（トップライト）

：シーリング打替部分を示す ：シーリング打替部分を示す ：シーリング打替部分を示す

：シーリング打替部分を示す

タイル出隅・あげ裏面補修（共通）

タイル出隅・あげ裏面補修（共通）

タイル出隅・あげ裏面補修（共通）

（トップライト）

屋根：既設のまま
10

3.5

10

3.5

ステンレス製排気フード：既設のまま

補修後、高圧水洗によるタイル面洗浄

補修後、高圧水洗によるタイル面洗浄

補修後、高圧水洗によるタイル面洗浄

不良部補修改修 補修後、
高圧水洗によるタイル面洗浄

補修後、高圧水洗によるタイル面洗浄

補修後、高圧水洗によるタイル面洗浄

不良部補修改修　補修後、
高圧水洗によるタイル面洗浄

不良部補修改修　補修後、
高圧水洗によるタイル面洗浄

Ｂ
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可児市土田地区センター外部改修工事

改修断面詳細図－３
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工 事 設 計 図工事名

図面名

NO.設計年月日

１ 級 建 築 士 　 三  宅  晶  信 　 第 68278号

TEL 0574 (62) 1881

FAX 0574 (62) 5432

備   考

株 式 会 社

2020-01

花壇
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Ｃ

Ａ

Ｃ

Ｂ

1FL
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0
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1FL

4
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0
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3
,
8
0
0

SGL

SGL

屋根：既設のまま

外壁タイル面：

軒天：既設のまま
下地処理の上、ＤＰ塗替
アルミ見切材：

外壁タイル面：

200

タイル天端全数
補修対象（共通）
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2,300 4,950

2,100 200 1,680150
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260×12＝3,120

260×12＝3,120

庇

200

1,250

1,250

100

260×7＝1,820

1,650

200 1,450

200

１０

１０

１０１０

１０

公民館公民館

公民館

公民館

公民館 公民館

5
0

タイル出隅・あげ裏面補修（共通）

屋外階段壁裏面：
コンクリート打放し面不良部補修改修

下地処理の上、高圧水洗
複層塗材Ｅ塗替

200

１０

2,300

既設のままポーチ床面　水洗い清掃

1,
31
5

1,
31
5

1,3153,635200

屋外階段 １階平面図

Ｂ－Ｂ　断面詳細図 Ａ－Ａ　断面詳細図

Ｃ－Ｃ　断面詳細図

屋外階段 ２階平面図
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Ｅ

Ｅ

Ｆ

Ｆ

1
5
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1
5
0

1
,
2
0
0

屋外階段床面：水洗い清掃

既設手摺：清掃

外壁タイル面：

タイル出隅・あげ裏面
補修（共通）

下地処理の上、高圧水洗
コンクリート打放し面不良部補修改修

軒裏・見付面・天端：

3
,
6
0
0

3
4
2
2
5
8

4
0
0

3
,
2
0
0

5
8

2
0
0

外壁タイル面：

屋根防水：既設のまま

軒天：既設のまま

アルミ笠木・幕板類：既設のまま

中央手摺壁（ハッチ部）：
コンクリート打放し面不良部補修改修

外壁タイル面：

160

中央手摺壁断面・シーリング箇所

4
0
0

外壁タイル面：

2
,
8
1
5

7
9
0

1
,
3
9
5

7
5

タイル天端全数補修対象（共通）

下地処理の上、高圧水洗　複層塗材Ｅ塗替

複層塗材Ｅ塗替

3,500 1,530

3,12080 150 150

1
5
0

1
5
0

外壁タイル面：

タイル出隅・あげ裏面
補修（共通）

複層塗材Ｅ塗替
下地処理の上、高圧水洗

ＣＢ面

下地処理の上、高圧水洗
コンクリート打放し面不良部補修改修

軒裏・見付面・天端：

複層塗材Ｅ塗替

A-309 A2 : 1/50
A3 : 1/75

不良部補修改修　補修後、
高圧水洗によるタイル面洗浄

不良部補修改修　補修後、
高圧水洗によるタイル面洗浄

不良部補修改修　補修後、
高圧水洗によるタイル面洗浄

不良部補修改修　補修後、
高圧水洗によるタイル面洗浄

不良部補修改修　補修後、
高圧水洗によるタイル面洗浄

不良部補修改修　補修後、
高圧水洗によるタイル面洗浄

不良部補修改修　補修後、
高圧水洗によるタイル面洗浄

可児市土田地区センター外部改修工事

屋外階段改修詳細図

屋外階段床面：既設のまま

屋外階段床面：既設のまま

屋外階段床面：既設のまま

屋外階段床面：既設のまま



体育室ステージ

控室 ２

控室 １
器具庫 １ 器具庫 ２

男子便所

湯沸室

会議室 １ 会議室 ２

廊下

連絡所用倉庫
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展示コーナー

ホール １
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床

体育室 上部吹抜 倉庫
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廊下ホール ２
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ホール上部
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ステージ上部
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屋根(７)
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屋根(７)

屋根(３)

屋外階段
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屋根(６)
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２階建具キープラン図　S=1/350 Ｒ階建具キープラン図　S=1/350

１階建具キープラン図　S=1/350
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建具符号図
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工 事 設 計 図工事名

図面名

NO.設計年月日
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AW 数量

１

数量 数量AW AW

１ ２連引違いアルミサッシュ

嵌め殺し袖付
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１２
２連引違いアルミサッシュ
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符号･型式 符号･型式 符号･型式 符号･型式両開きアルミドア
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工 事 設 計 図工事名

図面名

NO.設計年月日

１ 級建 築 士 　 三  宅  晶  信 　 第 68278号

TEL 0574 (62) 1881

FAX 0574 (62) 5432

備   考

株 式 会 社

2020-01
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2020-01 A-312

外壁タイル面建具 打放し面・モルタル塗り面建具

（外部）

（内部）

（外部）

（内部）

：シーリング打替部分を示す：シーリング打替部分を示す

■ 建具廻りシーリング打替えについて

建具表－２

可児市土田地区センター外部改修工事
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注１）外壁タイル面事前劣化状況調査面積：１２５㎡
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注３）凡例内劣化状況の補修にあたり、内訳における設計数量は、調査数量の数値から調査外壁面積と

注２）コンクリート打ち放し及びモルタル塗り面（RC面等）事前劣化状況調査面積：２７５㎡

全体外壁面積の割合で算出したもの。

R№

Ｕカット補修跡

欠損・爆裂（100ｘ100程度）

欠損・爆裂（100ｘ200程度）

タイル浮き

タイルひび割れ

タイル陶片浮き

凡例 調査数量

ＲＣ面等浮き

ＲＣ面等クラック（幅0.2mm未満）

ＲＣ面等クラック（幅0.2～1.0mm未満）
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№
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設　計承　認
工 事 設 計 図工事名

図面名

NO.設計年月日

１ 級 建 築 士 　 三  宅  晶  信 　 第 68278号

TEL 0574 (62) 1881

FAX 0574 (62) 5432

備   考

A-313

株　式　会　社
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可児市土田地区センター外部改修工事

事前劣化状況調査図（参考）


